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一
、
は
じ
め
に
―
本
稿
の
ね
ら
い
と
試
み

　

本
稿
は
古
代
の
伊
豆
三
嶋
神
社
以
来
、
近
代
の
官
幣
大
社
三
島
神
社
を
経
て
現
在
の
三
嶋
大
社（

（
（

に
至
る
ま
で
の
、
同
社
の
歴
史
的
な
展

開
の
内
、
特
に
祭
神
の
理
解
・
認
識
を
め
ぐ
る
諸
説
の
変
遷
を
テ
ー
マ
に
据
え
、
神
社
史
研
究
の
視
座
よ
り
様
相
の
講
究
を
目
的
と
す
る
。

こ
れ
は
、
筆
者
が
取
り
組
ん
で
き
た
伊
豆
三
嶋
神
社
を
対
象
と
し
た
歴
史
的
研
究
の
一
環
で
あ
る
と
同
時
に
、
併
せ
て
当
社
の
考
察
に
留

ま
ら
ず
、
三
嶋
大
社
と
い
う
具
体
的
な
事
例
の
検
証
を
端
緒
に
、
神
社
の
歴
史
を
対
象
と
し
た
学
問
的
な
営
み
：
即
ち
今
日
の
神
社
研
究
・

神
社
史
の
形
成
に
至
る
基
層
・
前
段
を
、
時
代
ご
と
に
、
か
つ
分
野
・
手
法
に
基
づ
き
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
研
究
の
傾
向
や
潮
流
、
手
法

（
方
法
論
（
等
の
整
理
・
把
握
を
改
め
て
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
三
嶋
大
社
の
基
本
情
報
は
次
の
通
り（

（
（

。

　
【
鎮
座
地
】
静
岡
県
三
島
市
大
宮
町
　【
旧
社
格
ほ
か
】
官
幣
（
名
神
）
大
社
〈
古
代
〉、
伊
豆
国
一
宮
〈
中
世
〉、
官
幣
大
社
〈
近
代
〉

　
　
神
社
史
再
考
―
三
嶋
大
社
研
究
を
端
緒
に
―

吉　

永　

博　

彰　
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【
祭
神
】
〔
本
殿
〕
三
嶋
大
神
［
大
山
祇
命
・
積
羽
八
重
事
代
主
神
］　〔
相
殿
〕
阿
波
神
・
伊
古
奈
比
咩
神

　〔
摂
社
〕
若
宮
神
社

　

現
在
の
三
嶋
大
社
で
は
、
大
山
祇
命
と
積
羽
八
重
事
代
主
神
を
「
三
嶋
大
神
」
と
総
称
し
て
祭
神
と
す
る
。
か
つ
て
官
幣
大
社
三
島
神

社
の
祭
神
に
つ
い
て
は
、
二
神
を
し
て
学
問
的
な
理
解
と
奉
斎
の
実
践
を
め
ぐ
る
相
違
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
右
の
通
り
二
神
併
祀
の
形

で
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
筆
者
の
属
性
も
あ
る
た
め（

（
（

、
本
稿
は
近
代
の
相
論
自
体
や
二
神
の
是
非
を
考
察
対
象
と
は
せ
ず
に
、

相
論
に
至
る
、
前
近
代
の
三
嶋
大
社
研
究
の
沿
革
・
傾
向
の
解
明
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
点
を
、
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
基
本
的
視
座
に
関
連
し
て
、
現
代
の
「
神
社
研
究
」
と
は
、
祭
神
や
沿
革
（
歴
史
（、
組
織
、
祭
祀
や
由
緒
・
言
説�

な
ど
、「
神
社
」
に
関
わ
る
諸
事
項
を
専
ら
の
対
象
に
、
関
係
資
料
及
び
情
報
、
言
説
等
の
整
理
や
検
討
を
以
て
考
究
・
解
明
を
企
図
す
る�

「
研
究
」＝
学
術
的
な
営
み
を
指
す
。
特
段
そ
の
歴
史0

的
展
開
を
検
証
・
表
示
す
る
分
野
を
「
神
社
史
」
と
い
う
。
ま
た
今
日
で
は
、
神
社

も
含
め
た
神
祇
・
神
霊
に
対
す
る
信
仰
や
祭
祀
儀
礼
、
制
度
、
取
り
分
け
思
想
や
言
説
・
現
象
な
ど
、
現
代
に
至
る
神
道
信
仰
の
学
究
を

目
的
と
す
る
諸
学
を
総
じ
て
「
神
道
学
」、
殊
に
そ
の
歴
史
的
な
変
遷
を
取
り
扱
う
分
野
を
「
神
道
史
学
」
と
区
分
す
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
う
し
た
神
社
史
に
関
わ
る
近
代
の
研
究
概
況
は
宮
地
直
一
氏
の
提
示
が
あ
り（

（
（

、
さ
ら
に
宮
地
氏
以
降
、
現
在
ま
で
の
神
社
史
の
沿
革
・

潮
流
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
比
企
貴
之
氏
に
よ
る
精
緻
な
論
説
が
あ
る
た
め（

（
（

、
委
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
二
、
三
嶋
大
社
に
於
け
る
祭
神
論
争
の
あ
ら
ま
し

　

近
代
三
嶋
大
社
の
祭
神
を
め
ぐ
る
相
論
の
沿
革
は
白
井
芳
太
郎
氏
の
解
説
に
詳
し
く（

（
（

、
参
照
し
つ
つ
簡
潔
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

抑
も
の
起
こ
り
は
、
近
世
後
期
の
国
学
者
・
平
田
篤
胤
（
一
七
七
六
～
一
八
四
三
（
が
著
作
『
古
史
成
文
』
三
之
巻
〔
一
一
七
〕
で
「
故カ
レ

其ソ
ノ

事コ
ト

代シ
ロ

主ヌ
シ
ノ

神カ
ミ

者ハ

。
亦マ
タ

坐マ
ス

二
三ミ

島シ
マ
ノ

鴨カ
モ
ノ

社
ヤ
シ
ロ
ニ

一。
亦マ
タ

坐マ
ス

二
伊イ

豆ヅ
ノ

三ミ

島シ
マ
ノ

社
ヤ
シ
ロ
ニ

一。」
と
記
し
、
事
代
主
神
が
三
嶋
鴨
社
や
伊
豆
三
嶋
社
の
祭
神
だ
と�
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説
い
た
こ
と
に
因
る（

（
（

。
成
文
の
解
説
書
『
古
史
伝
』
二
十
五
巻
・
第
一
三
一
段
で
の
右
文
の
註
釈
の
内
、
伊
豆
三
嶋
社
の
解
説
と
し
て�

『
二
十
二
社
本
縁
』
賀
茂
社
条
を
挙
げ
、「
葛
木
乃
賀
茂
波
鴨
登
書カ

ケ

里
、
都
波
八
重
事
代
主
乃
神
登
云フ

、
伊
豆
國ノ

賀
茂ノ

郡
仁
坐マ

寸
、
三
嶋
乃

神ト

同
體
仁
天
坐ス

登
云ヘ

利
、
云
云
と
あ
り
」
ま
た
「
此
御
社
の
こ
と
を
云ヘ

る
籍フ

ミ

ど
も
、
一ツ

と
し
て
、
大
山
祗ノ

神
な
り
と
云ハ

ざ
る
は
な
き
中
に
、

此ノ

書
に
の
み
、
葛
木ノ

鴨ノ

神
と
同
體
な
り
と
云ヘ

る
こ
と
、
最イ

ト

も
珍
し
き
說コ

ト

の
正マ

サ

說ゴ
ト

に
ぞ
有
け
る
。」
と
著
し（

（
（

、
同
本
縁
に
の
み
葛
木
鴨
神
こ

と
事
代
主
神
を
三
嶋
神
と
同
体
と
す
る
記
述
に
、
篤
胤
が
唯
一
性
・
真
実
性
を
見
出
し
た
こ
と
に
、
学
説
と
し
て
は
端
を
発
し
て
い
る
。

　

以
降
、
師
説
を
支
持
す
る
篤
胤
没
後
の
門
人
で
、
予
て
事
代
主
神
の
正
当
性
を
説
い
て
い
た（

（
（

萩
原
正
平
（
一
八
三
八
～
九
一
（
が
、
韮

山
県
の
神
社
取
調
を
命
じ
ら
れ
た
影
響
に
よ
り
、
明
治
五
（
一
八
七
二
（
年
の
官
幣
大
社
列
格
に
際
し
て
祭
神
が
「
積
羽
八
重
事
代
主
大

神
」
と
上
申
・
承
認
さ
れ（

（1
（

、
の
ち
正
平
が
同
社
少
宮
司
と
な
っ
た
こ
と
で
確
立
し
た
。
以
降
、
当
社
に
由
縁
す
る
各
地
の
関
係
神
社
に
も

一
部
で
祭
神
変
更
の
動
き
が
み
ら
れ
、
学
術
的
な
理
解
に
留
ま
ら
ず
、
祭
祀
実
践
を
め
ぐ
る
問
題
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
正
平

の
子
・
正
夫
氏
も
父
説
を
享
け
て
、
明
治
後
期
に
『
一
時
代
の
大
山
祇
命
ハ
事
代
主
卜
異
名
同
躰
ナ
ル
ノ
考
』
を
以
て
大
山
祇
命
説
と
の

整
合
性
を
図
り
つ
つ
、
伊
予
国
三
嶋
社
（
大
山
祇
神
社
（
か
ら
の
遷
祀
伝
承
に
も
反
証
を
加
え
た（

（（
（

。
斯
様
な
正
平
・
正
夫
父
子
の
論
説
は
、

一
見
す
る
と
典
拠
を
明
示
し
た
立
論
・
考
証
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
一
方
で
大
山
祇
神
と
事
代
主
神
を
異
名
同
体
に
扱
う
事
例
が
六
国

史
ほ
か
近
世
以
前
の
文
献
に
み
え
ず
、
ま
た
「
事
代
主
神
」
の
表
記
が
一
例
す
ら
無
い
資
料
も
【
三
嶋
大
明
神
＝
事
代
主
神
】
を
前
提
に

読
み
解
く
な
ど
、
些
か
牽
強
付
会
の
感
が
否
め
な
い
。
そ
の
た
め
、
学
術
的
な
批
判
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

例
え
ば
、
三
島
通
良
氏
は
正
夫
氏
の
著
作
の
刊
行
後
、
篤
胤
が
依
拠
し
た
『
二
十
二
社
本
縁
』
の
語
句
を
検
証
し
て
萩
原
父
子
の
説
に

痛
烈
な
批
判
を
加
え（

（1
（

、
祭
神
が
大
山
祇
神
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
主
張
し
た（

（1
（

。
昭
和
期
に
入
る
と
、
同
書
の
賀
茂
社
条
に
つ
い
て
は
三
島

安
精
氏
が
『
二
十
一
社
記
』
考
証
の
中
で
、
同
条
の
「
山
城
ノ
賀
茂
ハ
天
神
ニ
テ
坐
ス
」
の
語
句
の
脱
落
を
改
め
て
指
摘
し
、『
古
史
伝
』

以
来
の
祭
神
を
め
ぐ
る
一
連
の
議
論
は
、
篤
胤
が
用
い
た
『
群
書
類
従
』
収
録
の
杜
撰
本
に
起
因
し
た
点
に
言
及
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
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安
精
氏
と
前
後
し
、
正
平
の
子
・
石
井
廣
夫
氏
が
父
説
に
反
し
大
山
祇
神
正
当
の
結
論
に
至
っ
て
以
後（

（1
（

、
事
代
主
神
を
説
く
論
考
は
み

え
ず
、
戦
後
の
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
（
年
に
大
山
祇
命
と
積
羽
八
重
事
代
主
神
の
二
柱
を
祭
神
と
し
て
奉
斎
す
る
形
に
改
め
て
落
着

し
て
い
る
。
一
部
神
社
に
今
な
お
影
響
を
留
め
る
が
、
概
ね
祭
祀
の
実
践
で
も
落
着
を
み
た
。
以
上
、
斯
く
も
近
代
三
嶋
大
社
と
関
係
神

社
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
篤
胤
の
一
文
は
、
ど
の
様
な
神
社
研
究
の
潮
流
の
中
で
誕
生
す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
篤
胤
の
論
説

と
正
平
に
よ
る
受
容
、
相
論
の
検
証
は
別
稿
に
譲
り
、
本
稿
で
は
近
世
後
期
の
篤
胤
ま
で
の
三
嶋
大
社
研
究
の
軌
跡
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
三
、
前
近
代
に
お
け
る
神
社
研
究
の
起
こ
り

　

ま
ず
、
前
近
代
に
お
け
る
神
社
研
究
の
起
こ
り
に
関
し
て
は
、
前
述
の
様
に
、
近
代
の
神
道
学
者
・
宮
地
直
一
が
端
的
に
整
理
し
て�

い
る（

（1
（

。
本
稿
で
は
宮
地
氏
の
論
説
を
基
盤
と
し
て
、
適
宜
補
足
す
る
形
で
概
略
を
整
理
し
て
い
こ
う
。

　

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
祭
神
の
由
縁
や
霊
験
、
神
徳
・
利
益
な
ど
を
説
話
・
物
語
の
形
で
述
べ
た
「
縁
起
」
と
は
内
容
に
共
通
性

も
み
ら
れ
る
が
、
後
世
の
神
社
誌
に
も
つ
な
が
る
一
つ
の
動
向
の
表
れ
と
し
て
、
各
社
が
そ
れ
ぞ
れ
の
実
務
的
な
記
録
・
文
書
・
伝
承
な

ど
を
中
心
に
祭
神
以
下
の
由
緒
や
歴
史
、
慣
習
・
仕
来
り
、
概
要
等
を
ま
と
め
た
も
の
に
、
い
わ
ゆ
る
「
社
記
」「
社
伝
」
や
「
宮
記
」

の
類
が
あ
る
。
平
安
中
期
の
成
立
と
さ
れ
る
伊
勢
神
宮
の
『
太
神
宮
諸
雑
事
記（

（1
（

』
や
、
成
立
が
鎌
倉
時
代
に
ま
で
遡
る
と
い
う
石
清
水
八

幡
宮
の
「
宮
寺
縁
事
抄（

（1
（

」、
春
日
大
社
の
「
古
社
記（

（1
（

」
や
「
春
日
社
記（

11
（

」
な
ど
が
、
代
表
的
な
事
例
に
挙
げ
ら
れ
る
。

　

加
え
て
神
宮
で
は
、
祭
神
に
ま
つ
わ
る
歴
史
・
言
説
・
思
想
を
軸
に
し
た
顕
著
な
教
学
活
動
も
認
め
ら
れ
る
。
特
に
豊
受
大
神
宮
（
外

宮
（
は
、
古
代
、
皇
大
神
宮
（
内
宮
（
で
奉
斎
さ
れ
る
皇
祖
・
天
照
大
御
神
の
御
饌
津
神
と
し
て
招
か
れ
た
豊
受
大
神
の
宮
と
理
解
・

認
識
さ
れ
て
い
た
が（

1（
（

、
鎌
倉
後
期
に
外
宮
神
職
の
度
会
（
西
河
原
（
行
忠
が
現
れ
る
と
、
内
宮
に
対
す
る
外
宮
の
位
置
付
け
の
向
上
を�
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動
機
と
し
て
、
豊
受
大
神
に
係
る
独
自
の
理
論
を
構
築
・
整
備
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
学
問
的
な
営
み
・
流
れ
は
、
続
く
南
北
朝
前
期

に
行
忠
の
後
任
と
し
て
登
場
し
た
度
会
（
村
松
（
家
行
が
大
成
し
た
。
右
の
外
宮
神
職
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
神
道
説
（
神
道
に
係
る�

言
説
・
教
説
・
思
想
等
の
称
（
を
「
伊
勢
神
道
」
と
呼
ぶ
。
斯
様
な
神
宮
神
職
の
学
問
は
、
後
世
、
神
社
研
究
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

に
な
る
。

　
　
（
1
）
中
世
に
お
け
る
神
社
の
研
究

　

次
い
で
、
中
世
三
嶋
大
社
（
三
嶋
社
と
も
（
に
関
す
る
著
述
を
手
掛
か
り
に
、
手
法
・
対
象
や
成
果
な
ど
、
学
問
的
な
傾
向
・
潮
流
の

把
握
を
試
み
た
い
。
ま
ず
、
神
社
の
研
究
に
区
分
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
鎌
倉
中
期
に
入
る
と
、
当
社
の
祭
神
に
係
る
言
説
が
紀
行

文
に
み
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
仁
治
三
（
一
二
四
二
（
年
の
鎌
倉
下
向
の
様
子
を
記
し
た
紀
行
文
『
東
関
紀
行
』
に
は
、

　
　

�

伊
豆
の
国
府
に
い
た
り
ぬ
れ
ば
、
三
嶋
の
社
の
御
注
連
う
ち
拝
み
奉
る
に
、
松
の
嵐
木
暗
く
音
づ
れ
て
、
庭
の
気
色
も
神
さ
び
わ
た

れ
り
。
此
の
社
は
伊
予
国
三
嶋
の
大
明
神
を
う
つ
し
奉
る
と
聞
く
に
も
、
能
因
入
道
、
伊
予
守
実
綱
が
命
に
よ
り
て
、
歌
よ
み
て
奉

り
け
る
に
、
炎
旱
の
天
よ
り
雨
に
は
か
に
降
り
て
、
枯
れ
た
る
稲
葉
も
た
ち
ま
ち
に
緑
に
か
へ
り
け
る
、
現
人
神
の
御
名
残
な
れ
ば
、

木
綿
だ
す
き
か
け
ま
く
も
か
し
こ
く
覚
ゆ

と
の
一
文
が
み
え
る（

11
（

。
著
者
は
定
か
で
な
い
が
、
鎌
倉
下
向
の
紀
行
文
を
記
し
た
点
や
言
及
さ
れ
た
和
歌
・
故
事
な
ど
が
あ
る
点
か
ら
、

公
家
社
会
に
関
わ
る
学
識
に
富
ん
だ
文
人
と
推
定
さ
れ
る
。
右
の
一
節
か
ら
は
、
著
者
が
伝
え
聞
い
た
当
社
の
祭
神
に
ま
つ
わ
る
風
聞
、

具
体
的
に
は
伊
予
国
の
三
嶋
大
明
神
（
大
山
祇
神
社
、
愛
媛
県
今
治
市
大
三
島
町
宮
浦
（
を
遷
し
祀
っ
た
神
（
＝
同
体
の
神
（
と
す
る
文

脈
を
見
出
せ
る
。
本
書
か
ら
は
著
者
が
言
説
を
知
っ
た
経
緯
は
窺
い
知
れ
な
い
。
既
に
人
口
に
膾
炙
し
て
お
り
、
態
々
言
及
す
る
程
で
は

な
か
っ
た
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
遠
く
伊
豆
国
の
三
嶋
社
の
祭
神
に
係
る
言
説
の
、
都
で
の
広
ま
り
を
看
取
で
き
る
。



34

　

同
様
に
、
公
家
・
飛
鳥
井
雅
有
の
仮
名
日
記
『
春
の
深
山
路
』（
鎌
倉
後
期
成
立
（
で
も
、
弘
安
三
（
一
二
八
〇
（
年
十
一
月
の
鎌
倉

下
向
時
の
記
録
と
し
て
、
当
社
と
祭
神
に
関
わ
る
次
の
記
述
が
見
て
取
れ
る（

11
（

。

　
　

�
国
府
に
着
き
ぬ
れ
ば
、
ま
こ
と
に
御
手
洗
河
の
潔
さ
、
神
の
御
心
も
推
し
量
ら
れ
て
、
尊
し
。
こ
れ
は
三
島
の
明
神
に
て
お
は
し
ま
す
。�

伊
予
の
三
島
よ
り
は
こ
の
三
島
を
本
神
と
申
し
、
こ
れ
よ
り
伊
予
を
本
社
と
申
す
な
る
こ
そ
、
い
と
め
で
た
け
れ
。
仁
徳
天
皇
と
東

宮
と
位
を
互
い
に
譲
り
お
は
し
ま
し
し
こ
と
も
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
今
の
世
の
人
の
、
我
々
と
争
ひ
い
ふ
こ
そ
恥
づ
か
し
け
れ
。

　

雅
有
が
伊
豆
国
府
に
到
っ
た
際
、
同
地
を
象
徴
す
る
尊
い
存
在
と
し
て
言
及
し
た
の
は
、
ま
さ
に
三
嶋
の
明
神
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、

伊
予
の
三
嶋
か
ら
は
こ
の
（
＝
伊
豆
の
（
三
嶋
を
本
神
と
申
し
、
こ
れ
（
伊
豆
（
か
ら
は
伊
予
（
の
三
嶋
社
（
を
本
社
と
申
す
こ
と
は
、

大
変
に
結
構
な
こ
と
で
あ
る
と
、
仁
徳
天
皇
と
異
母
弟
の
菟
道
稚
郎
子
皇
子
と
が
皇
位
を
譲
り
合
っ
た
説
話
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、

高
く
評
し
た
。
こ
ち
ら
も
出
典
は
詳
か
で
な
い
が
、
伊
豆
の
三
嶋
社
と
伊
予
の
三
嶋
社
と
が
互
い
を
本
神
・
本
社
と
し
て
認
識
し
て
い
た

と
す
る
説
話
、
即
ち
両
社
が
緊
密
な
関
係
に
あ
る
と
す
る
情
報
を
、
雅
有
が
伝
え
聞
い
て
い
た
と
知
れ
る
。

　

以
上
の
様
に
、
神
社
に
係
る
学
問
的
な
営
み
で
こ
そ
な
い
が
、
三
嶋
神
を
大
山
祇
神
と
す
る
言
説
が
、
遅
く
と
も
鎌
倉
中
期
の
紀
行
文

に
記
さ
れ
て
い
た
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
で
は
、
神
社
を
対
象
と
し
た
考
説
は
、
い
つ
頃
よ
り
確
認
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

○『
日
本
書
紀
』
註
釈
と
伊
豆
卜
部
氏
の
神
社
理
解

　

外
宮
を
核
に
伊
勢
神
道
が
隆
盛
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
鎌
倉
後
期
頃
に
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
註
釈
の
内
に
、
神
社
や
祭
神
の
由

来
に
関
わ
る
考
察
、
則
ち
根
拠
を
明
示
し
て
祭
神
と
神
社
と
を
関
連
付
け
た
学
術
的
な
叙
述
が
み
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。

　

抑
も
、
六
国
史
第
一
の
書
『
日
本
書
紀
』（
以
降
、
日
本
紀
や
書
紀
と
も
（
に
つ
い
て
は
、
講
書
（
書
籍
の
講
義
（
に
当
た
る
「
日
本
紀

講
筵
」
が
平
安
時
代
を
通
じ
て
催
さ
れ
、
訓
読
を
中
心
と
す
る
講
義
内
容
や
問
答
形
式
で
解
釈
を
ま
と
め
た
テ
キ
ス
ト
は
、「
日
本
書
紀�
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私
記
」
と
し
て
後
世
に
伝
わ
っ
た（

11
（

。「
私
記
」
の
研
究
成
果
を
反
映
さ
せ
つ
つ
、
神
社
の
祭
神
に
関
す
る
解
釈
も
見
受
け
ら
れ
る
の
が
、

平
野
流
卜
部
氏
に
よ
り
鎌
倉
後
期
に
成
立
を
み
た
「
日
本
紀
」
の
註
釈0

書
『
釈
日
本
紀
』（
釈
紀
と
も
表
記
（
で
あ
る
。
全
二
十
八
巻
よ

り
成
る
同
書
の
構
成
は
、「
開
題
（
解
題
：
編
者
・
年
代
・
成
立
ほ
か
書
籍
と
し
て
の
情
報
（」
以
下
、「
注
音
（
発
音
に
関
す
る
註
（」「
乱

脱
」「
帝
皇
系
図
」「
述
義
（
義
を
述
べ
る
：
語
句
の
意
味
に
係
る
説
明
・
解
釈
（」「
秘
訓
（
訓
読
に
係
る
秘
説
（」「
和
歌
」
の
七
項
目
に

及
ぶ
。
従
前
の
「
私
記
」
に
比
べ
て
、
日
本
紀
の
総
合
的
な
研
究
註
釈
書
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

　

本
書
の
撰
述
は
卜
部
兼
方
（
懐
賢
（
の
手
に
か
か
り
、
解
釈
は
主
に
問
答
形
式
で
叙
述
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
兼
方
の
父
・
兼
文
が
鎌
倉

後
期
の
文
永
十
一
（
一
二
七
四
（
年
六
月
か
ら
翌
建
治
元
（
一
二
七
五
（
年
十
月
の
間
に
、
円
明
寺
入
道
こ
と
前
関
白
で
家
祖
に
当
た
る

一
条
実
経
や
子
の
摂
政
・
家
経
、
大
宰
権
帥
・
源
雅
言
に
対
し
て
行
っ
た
日
本
紀
の
講
義
を
基
に
、
講
述
や
問
答
の
内
容
を
兼
方
が
取
り

ま
と
め
て
撰
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。
弘
安
九
（
一
二
八
六
（
年
以
後
、
正
安
三
（
一
三
〇
一
（
年
以
前
の
成
立
と
い
う（

11
（

。

　

語
句
の
註
記
は
「
私
記
」
を
は
じ
め
、
六
国
史
ほ
か
典
籍
で
言
及
の
あ
る
も
の
は
「
～
曰
」
と
し
て
提
示
・
引
用
し
、
別
説
や
補
足
が

あ
る
場
合
に
は
、「
師
説
」
や
「
先
師
之
説
」「
先
師
申
云
」
と
し
て
自
家
の
伝
承
や
秘
説
、
先
師
た
る
兼
文
の
解
説
を
紹
介
し
た
。
あ
る

い
は
「
兼
方
案
レ
之
」
と
し
て
当
人
の
見
解
も
集
成
す
る
形
で
著
述
し
て
い
る
。
論
拠
の
た
め
に
引
用
さ
れ
た
史
料
の
中
に
は
、
散
逸
・

喪
失
し
て
現
存
し
な
い
典
籍
も
含
ま
れ
て
お
り
、
逸
文
を
収
め
た
点
で
も
貴
重
な
書
籍
と
い
え
る
。

　

な
お
、
兼
文
や
兼
方
を
輩
出
し
た
卜
部
氏
は
、
古
代
に
卜
占
を
以
て
神
祇
官
（
朝
廷
の
神
祇
祭
祀
・
同
行
政
を
司
る
役
所
（
に
奉
仕
し

た
氏
族
の
う
ち
、
伊
豆
国
出
身
の
卜
部
（
占
部
（
の
後
裔
に
当
た
る
。
そ
の
た
め
伊
豆
卜
部
氏
と
称
さ
れ
、
中
世
以
降
は
神
祇
官
の
大

副
・
少
副
（
と
も
に
次
官
職
の
称
（
職
を
累
代
に
亘
り
勤
め
る
と
と
も
に
、「
日
本
紀
の
家
」
と
し
て
、
前
述
の
様
に
『
日
本
書
紀
』
を

柱
と
し
た
古
典
研
究
を
家
学
と
し
て
発
展
さ
せ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
父
子
と
も
に
神
祇
権
大
副
（
従
五
位
下
相
当
（
と
い
う
神
祇
官
の

上
級
官
職
に
任
じ
ら
れ
た
貴
族
で
あ
っ
た
。
な
お
、
伊
豆
卜
部
氏
に
は
二
流
あ
り
、
兼
文
・
兼
方
父
子
が
属
し
た
系
統
・
家
筋
は
京
都
の�
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平
野
社
（
平
野
神
社
、
京
都
市
北
区
平
野
宮
本
町
（
預
・
社
務
（
最
上
位
の
神
職
（
を
歴
世
輩
出
し
た
こ
と
か
ら
、
平
野
流
卜
部
氏
と
も

称
さ
れ
る
。
も
う
一
流
に
卜
部
吉
田
家
が
あ
る
が
、
同
家
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
書
の
「
述
義
」
で
は
、「
日
本
紀
」
に
記
さ
れ
た
神
々
の
説
明
が
、「
神
名
帳
曰
」
の
形
で
、
神
社
で
奉
斎
さ
れ
る
神
祇

と
結
び
付
け
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
神
名
帳
」
と
は
「
延
喜
式
神
名
帳
」
の
こ
と
で
、
殊
に
三
一
三
二
座
の
神
々
の
名
を
収
め
た

『
延
喜
式
』
巻
第
九
・
十
「
神
名
」
を
指
す
。
こ
の
ほ
か
、「
神
祇
令
」
お
よ
び
『
先
代
旧
事
本
紀
』、『
延
喜
式
』
巻
第
一
・
二
「
四
時
祭
」

や
同
巻
第
八
「
祝
詞
」、
逸
文
を
含
む
『
風
土
記
』
等
、
様
々
な
典
拠
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
中
で
も
「
神
名
帳
」
か
ら
の
引
用
・
提
示

の
事
例
が
群
を
抜
い
て
多
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
神
社
を
直
接
的
か
つ
主
題
に
扱
う
学
術
的
な
試
み
で
こ
そ
な
い
が
、
卜
部
氏
に
よ

る
日
本
紀
の
講
書
と
釈
紀
の
撰
述
は
、
神
社
研
究
の
濫
觴
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

　

そ
う
し
た
釈
紀
に
在
っ
て
、
本
稿
の
主
題
た
る
伊
豆
の
三
嶋
社
に
つ
い
て
は
、
頭
註
に
「
大
山
祇
神
三
嶋
事
」
と
墨
書
さ
れ
た
「
大
山

祇
神
」
条
の
叙
述
よ
り
窺
え
る
。
同
註
釈
は
「
欲
從
母
於
根
國
」
条
に
次
ぎ
、
か
つ
「
火
雷
」
の
項
目
が
続
く
た
め
、
神
代
巻
〔
第
五
段
〕

の
伊
弉
諾
尊
に
よ
る
軻
遇
突
智
の
斬
殺
神
話
に
関
す
る
述
義
と
考
え
ら
れ
る
。
解
釈
・
説
明
を
次
の
様
に
記
す（

11
（

。

　
　

・
大
山
祇
神

　
　
　
　

神
名
帳
曰
。
伊
豆
國
賀
茂
郡
伊
豆
三
嶋
神
社
。
名
神
大
。
月

次
。
新
嘗
。

　
　
　
　

先
代
舊
事
本
紀
曰
。
物
部
金
古
連
公
、
三
嶋
韓
國
連
等
祖

　
　
　
　

又
曰
。
伊
豆
國
造
。
神
功
皇
后
御
代
、
物
部
連
祖
天
蕤
桙
命
八
世
孫
若
建
命
定
二―
賜
國
造
一。

　
　
　
　

神
名
帳
曰
。
攝
津
國
嶋
下
郡
三
嶋
鴨
社
。
小
。

　
　
　
　

神
名
帳
曰
。
伊
豫
國
越
智
郡
大
山
積
神
社
。
名
神
大
。
俗
稱
二

三
嶋
明
神
一。

　
　
　
　

�

伊
豫
國
風
土
記
曰
。
宇
知
郡
。
御
嶋
坐
神
御
名
、
大
山
積
神
、
一
名
和
多
志
大
神
也
。
是
神
者
、
所
レ
顯
二
難
波
高
津
宮
御
宇
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天
皇
御
世
一。
此
神
自
二
百
濟
國
一
度
來
坐
而
津
國
御
嶋
坐
。
云
ゝ
。
謂
二
御
嶋
一
者
、
津
國
御
嶋
名
也
。

　

本
項
目
の
構
成
を
整
理
す
る
と
、「
神
名
帳
曰
」
の
表
現
か
ら
、「
延
喜
式
神
名
帳
」
に
み
た
大
山
祇
神
を
奉
斎
す
る
神
社
の
同
定
・
解

説
を
主
と
し
た
。
本
項
で
は
、
次
の
三
社
を
大
山
祇
神
の
奉
斎
社
に
比
定
し
た
と
判
る
。

　

①�

伊
豆
国
賀
茂
郡
の
伊
豆
三
嶋
神
社　
　
　

②�

摂
津
国
嶋
下
郡
の
三
嶋
鴨
社　
　
　

③�

伊
豫
国
越
智
郡
の
大
山
積
神
社

　

列
記
の
う
ち
、①
伊
豆
三
嶋
神
社
に
関
し
て
は
「
三
嶋
」
の
表
記
か
ら
か
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
三
嶋
韓
国
連
の
記
事
を
引
く
。
次
条
の�

「
伊
豆
國
造
」
の
一
文
は
、
古
代
の
伊
豆
国
造
に
よ
る
大
山
祇
神
の
奉
斎
に
係
る
引
用
で
あ
り
、
若
建
命
に
始
ま
る
同
国
造
は
、
往
時
の

三
嶋
社
神
主
・
伊
豆
氏
（
現
宮
司
・
矢
田
部
家
の
遠
祖
（
の
系
譜
上
の
祖
先
に
当
た
る（

11
（

。「
国
造
本
紀
」
か
ら
の
所
引
で
あ
ろ
う
。

　

対
し
て
六
条
目
以
降
の
『
伊
予
国
風
土
記
』
逸
文
は
、
②
三
嶋
鴨
社
お
よ
び
③
大
山
積
神
社
の
二
社
の
解
説
と
し
て
引
か
れ
た
。
特
に

孝
徳
朝
の
日
本
へ
の
大
山
積
神
の
渡
来
・
鎮
座
と
い
う
来
歴
と
、「
御
嶋
」
の
称
か
ら
、
②
三
嶋
鴨
社
と
③
大
山
祇
神
社
と
を
緊
密
に
結

び
付
け
る
言
説
が
、古
代
伊
予
国
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
吉
田
本
『
日
本
書
紀
』
上
巻
の
第
二
十
紙
（
紙
背
（

に
右
の
逸
文
と
同
内
容
の
兼
方
に
よ
る
裏
書
が
あ
り（

11
（

、『
釈
紀
』「
大
山
祇
神
」
項
の
叙
述
の
過
程
が
知
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
の
①
伊
豆
三
嶋
神
社
に
つ
い
て
、「
神
名
帳
」
に
は
「
大
山
祇
神
」
と
す
る
記
述
こ
そ
な
い
が
、
①
と
③
の
密
接
不
可
分

な
関
係
は
既
述
し
た
紀
行
文
よ
り
窺
え
、
兼
文
や
兼
方
に
よ
る
当
世
の
理
解
・
認
識
を
反
映
し
た
と
み
て
も
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た
①
か
ら
③
の
各
註
記
よ
り
、
鎌
倉
後
期
に
は
典
拠
に
基
づ
く
考
察
と
し
て
、
大
山
祇
神
を
祀
る
具
体
的
で
代
表
的
な
神
社
に
、「
神
名
帳
」

登
載
の
伊
豆
三
嶋
神
社
と
摂
津
の
三
嶋
鴨
神
社
、
伊
予
の
大
山
祇
神
社
の
三
社
を
同
定
す
る
試
み
の
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

　
　

○
北
畠
親
房
に
よ
る
二
十
二
社
ほ
か
神
社
の
叙
述

　

続
く
南
北
朝
時
代
の
代
表
的
な
神
社
の
解
説
・
研
究
書
の
一
つ
に
、
公
家
の
北
畠
親
房
が
著
し
た
『
二
十
一
社
記
』
が
あ
る（

11
（

。
親
房
は
、�
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鎌
倉
後
期
に
公
卿
（
参
議
以
上
の
在
官
者
と
三
位
以
上
の
上
位
貴
族
の
称
（
に
列
せ
ら
れ
た
人
物
で
、
南
北
朝
の
動
乱
期
に
は
後
醍
醐�

天
皇
・
後
村
上
天
皇
の
側
近
と
し
て
、南
朝
方
の
勢
力
拡
大
に
尽
力
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
一
方
で
、『
元
元
集
』
を
は
じ
め
、大
覚
寺
統�

（
南
朝
（
の
正
統
性
を
説
い
た
歴
史
書
『
神
皇
正
統
記
』
や
、
官
職
の
沿
革
等
を
記
し
た
『
職
原
抄
』
の
著
者
と
し
て
も
名
高
い
。

　

そ
う
し
た
当
代
の
碩
学
た
る
親
房
の
『
二
十
一
社
記
』
は
、
天
皇
や
朝
廷
が
厚
く
崇
敬
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
二
十
二
社（

11
（

」
お
よ
び
宮
中

の
八
神
殿
の
由
縁
・
沿
革
を
述
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
奥
書
よ
り
、
後
村
上
天
皇
の
御
下
問
に
対
す
る
回
答
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る（

1（
（

。

最
初
に
目
次
と
し
て
、
八
神
殿
を
付
け
加
え
た
二
十
三
の
社
名
を
提
示
し
、「
諸
社
事
」
と
の
標
題
の
下
、
日
本
の
神
祭
と
神
社
の
沿
革

を
述
べ
、
数
あ
る
神
社
の
内
か
ら
王
城
（
平
安
宮
（
鎮
守
神
た
る
「
二
十
一
社（

11
（

」
が
定
め
置
か
れ
、
奉
幣
（
幣
帛
を
奉
献
す
る
意
（
の
対

象
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
由
来
を
ま
と
め
て
い
る
。
続
け
て
、
伊
勢
の
神
宮
か
ら
貴
布
禰
社
に
至
る
二
十
二
の
諸
社
と
、
八
神
殿
の
大
概
を

記
す
。「
伊
勢
」「
石
清
水
」
の
項
目
に
次
ぎ
、「
賀
茂
」
項
に
お
け
る
賀
茂
社
の
解
説
は
、

　
　

�

賀
茂
社
、
賀
茂ニ

山
城ノ

賀
茂
・
葛
木ノ

賀
茂　

ト
テ

　

坐ス

、
各
別
神
也
、
葛
木
賀
茂
、
鴨
ト　

モ
書
、

都ツ
ミ

波ハ

八ヤ

重エ

事コ
ト

代
主
神ト

云
、
賀
茂
家ノ

陰
陽
道ノ

輩ノ

祖
神　

ト
テ

　

奉�

レ
齋
也
、
是
地
神ニ

坐
、
山
城
賀
茂ハ

天
神ニ

坐
、
伊
豆ノ

國
賀
茂
郡
座ニ

三
嶋ノ

神
・
伊
與
國ニ

座　
ス
ル

　

三
嶋ノ

神
、
同
體ニ

坐　
ス
ト

　

云
ヘ
リ
、
天
神　

ト
ハ

　

申　
セ
ト

　

、
何
神　

ト
云

　

�

事
、
所
見
不ス

レ
詳ツ
マ
ヒ
ラ
カ
ナ
ラ

、　　

今
下
上
ノ
二
社
、
下
ハ
鴨ノ

御
祖オ
ヤ
ト

申
、
上ハ

賀
茂
別ワ
ケ
イ
カ
ツ
チ
ト

雷　
　

號
、
鴨
・
賀
茂
、
昔
ハ
通
歟
、

今
ハ
下
上
各
別
ニ
用
也
、

鴨
・
賀
茂
各
別
也ト

云　
ヘ
ト
モ

　

以
二
賀
茂

一
爲ス

レ
本ト

、
但
下
上ト

云　
コ
ト
ハ

　

、
御
祖ノ

儀ニ

ヨ
ル
カ
、（
著
者
：
後
略
（

右
の
様
に
記
述
さ
れ
た
。
内
容
に
目
を
向
け
る
と
、
親
房
は
「
賀
茂
社
」
に
つ
い
て
、「
賀
茂
」
に
は
（
二
十
二
社
の
一
社
で
あ
る
（�

Ⅰ□
山
城
賀
茂
（
上
賀
茂
：
賀
茂
別
雷
神
社
、
京
都
市
北
区
上
賀
茂
本
山
・
下
鴨
：
賀
茂
御
祖
神
社
、
京
都
市
左
京
区
下
鴨
泉
川
町
（
と
、�

（
大
和
国
の
（
Ⅱ□
葛
木
賀
茂
〔
鴨
〕（
鴨
都
波
神
社
、
奈
良
県
御
所
市
宮
前
町
（
の
、
二
社
の
事
例
が
あ
る
こ
と
を
最
初
に
提
示
す
る
。
さ

ら
に
、
両
社
が
各
々
別
神
で
あ
る
と
断
り
を
入
れ
た
上
で
、
ま
ず
、
Ⅱ□
の
葛
木
賀
茂
に
関
し
て
は
、

　
（
い
（
鴨
と
も
表
す
葛
木
の
賀
茂
の
神
名
は
、
都
波
八
重
事
代
主
神
と
い
う
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（
ろ
（
陰
陽
道
の
賀
茂
氏
の
祖
神
と
し
て
奉
斎
す
る　
　
（
は
（
地
神
で
あ
る

右
の
（
点
に
言
及
し
た
。
一
方
の
山
城
賀
茂
に
つ
い
て
は
、

　
（
に
（
天
神
で
あ
る　
　
（
ほ
（
伊
豆
国
賀
茂
郡
の
三
嶋
神
と
伊
予
国
に
鎮
座
す
る
三
嶋
神
が
同
体
で
あ
る

　
（
へ
（
天
神
と
は
い
え
ど
も
、
ど
う
い
っ
た
神
で
あ
る
の
か
、
詳
し
く
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
叶
わ
な
い

　
（
と
（
今
（
著
述
時
（
は
下
上
の
二
社
が
あ
り
、
下
は
鴨
御
祖
（
神
社
（
と
い
い
、
上
は
賀
茂
別
雷
（
神
社
（
と
号
す
る

と
い
っ
た
点
を
示
し
、（
と
（
以
降
に
、
賀
茂
・
鴨
の
用
字
ほ
か
、
本
項
で
肝
心
と
な
る
Ⅰ□
山
城
賀
茂
社
の
由
緒
・
沿
革
を
述
べ
て
い
る
。

親
房
は
二
十
二
社
の
一
社
と
し
て
賀
茂
社
を
整
理
・
考
案
す
る
に
際
し
て
、「
賀
茂
」
と
い
う
社
名
（
神
名
（
に
着
目
し
、
主
題
た
る
山

城
国
賀
茂
の
み
な
ら
ず
、
陰
陽
師
・
賀
茂
氏
の
祖
神
と
し
て
知
名
な
大
和
国
葛
木
賀
茂
も
列
記
し
て
解
説
し
た
。
こ
の
文
脈
こ
そ
、
篤
胤

が
引
い
た
「
二
十
二
社
本
縁
」（『
群
書
類
従
』
巻
第
二
十
一
収
録
（
で
脱
落
し
た
と
指
摘
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

　

右
の
記
述
は
本
書
の
性
質
を
表
す
一
例
で
あ
り
、
神
社
を
主
題
に
取
り
上
げ
つ
つ
、
実
務
記
録
と
し
て
の
「
社
記
」
や
神
威
・
神
徳
の

宣
揚
・
宣
布
を
図
っ
た
「
縁
起
」
と
は
ま
た
異
な
る
位
相
で
著
わ
さ
れ
た
、
各
社
の
祭
神
や
歴
史
・
由
緒
沿
革
に
つ
い
て
の
解
説
・
研
究

書
の
嚆
矢
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
本
稿
に
大
き
く
関
わ
る
文
脈
、（
ほ
（
に
み
え
る
三
嶋
社
の
祭
神
（
大
山
祇
神
か
（
を
山
城

賀
茂
神
と
同
体
と
み
た
理
由
・
根
拠
に
つ
い
て
は
、
直
前
の
「
天
神ニ

坐
」
の
表
現
に
係
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
謂
う
「
地
神
」
と
「
天
神
」
と
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
白
山
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
が（

11
（

、『
令
義
解
』「
神
祇
令
」
第
一
条
の
註
釈�

「
謂
。
天
神
者
。
伊
勢
。
山
城
ノ
鴨
。
住
吉
。
出
雲
國
造
歳
神
等
是
也
。
地
祇
者
。
大
神
。
大
倭
。
葛
木
鴨
。
出
雲
大
汝
神
等
類
是
也
。
常

典
者
。
此
令
所
レ
載
。
祭
祀
事
條
是
也
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う（

11
（

。「
山
城
ノ
鴨
」
は
天
神
、「
葛
木
鴨
」
は
地
神
に
区
分
さ
れ
た
。
右
の

神
祇
令
の
註
釈
に
よ
る
天
神
地
祇
の
別
に
従
い
、
親
房
は
『
元
元
集
』
巻
第
二
「
天
神
化
現
篇
」
で
も
、
伊
弉
諾
尊
に
よ
る
軻
遇
突
智
斬

殺
に
係
る
、
三
段き
だ

か
五
段
に
さ
れ
た
軻
遇
突
智
か
ら
神
々
が
化
現
し
た
と
す
る
、
な
い
し
は
軻
遇
突
智
を
三
段
に
斬
っ
た
剣
よ
り
垂
れ
た�
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血
か
ら
各
種
の
神
々
が
為
っ
た
と
す
る
、『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
・
神
代
上
〔
第
五
段
〕
の
一
書
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

　

ま
た
「
舊
事
本
紀
曰
」
と
し
て
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
載
せ
ら
れ
た
軻
遇
突
智
を
三
段
か
五
段
、
ま
た
は
八
段
に
斬
殺
し
て
各
種
の�

神
々
が
化
為
し
た
記
事
を
引
く
。
引
用
元
の
神
代
巻
は
、
三
段
が
〔
第
五
段
〕
の
一
書
第
七
、五
段
が
同
一
書
第
八
、
垂
れ
た
血
は
同
一

書
第
六
で
あ
る（

11
（

。
対
し
て
『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
巻
第
一
「
陰
陽
本
紀
」
の
記
事
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
う
し
た
神
代
巻
の
説
話
の
う
ち
、
一
書
第
七
に
は
、
三
段
に
斬
殺
さ
れ
た
軻
遇
突
智
の
一
段
よ
り
為
っ
た
の
が
雷
神
で
あ
り
、
ま
た

他
の
一
段
か
ら
は
大
山
祇
が
、
も
う
一
段
よ
り
高
龗
が
為
っ
た
、
と
の
叙
述
が
見
て
取
れ
る（

11
（

。
よ
っ
て
、
火
神
斬
殺
神
話
を
紐
解
け
ば
、

雷
神
と
大
山
祇
、
高
龗
と
は
、
み
な
軻
遇
突
智
か
ら
為
っ
た
神
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
こ
の
様
な
神
話
理
解
に
根
差
し
て
、

か
つ
上
賀
茂
の
祭
神
が
「
別
雷
」
即
ち
「
雷
神
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
上
賀
茂
（
雷
神
（
と
三
嶋
神
（
大
山
祇
（
と
は
、
斬
ら

れ
た
軻
遇
突
智
よ
り
共
に
為
っ
た
と
い
う
点
で
、「
同
體ニ

坐　
ス
ト

　

」
と
表
現
し
た
親
房
の
認
識
も
成
立
し
得
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　

○
室
町
期
以
降
の
神
社
史
と
吉
田
流
卜
部
氏
（
卜
部
吉
田
家
）

　

二
十
二
社
の
考
究
は
、
鎌
倉
末
期
の
吉
田
流
卜
部
氏
で
も
兼
夏
に
よ
っ
て
既
に
試
み
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る（

11
（

。
そ
の
後
、
南
北
朝
・
室

町
前
期
か
ら
織
豊
期
に
か
け
て
の
同
家
で
成
立
し
た
重
要
な
神
社
研
究
書
に
、『
諸
社
根
元
記
』（
以
降
、
根
元
記
（
が
挙
げ
ら
れ
る
。
上

中
下
三
巻
よ
り
成
る
同
書
は
、
二
十
二
社
お
よ
び
諸
国
の
主
要
な
神
社
の
祭
神
・
由
緒
・
神
位
等
を
著
述
し
た
も
の
で
、
吉
田
文
庫
本
の

奥
書
よ
り
、
今
日
流
布
す
る
形
に
記
さ
れ
た
の
は
天
和
二
（
一
六
八
二
（
年
十
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
知
れ
る
。
文
中
の
「
兼
敦
案
レ
之
」

や
「
兼
右
御
注
」「
兼
右
申
」
等
の
表
記
か
ら
、
室
町
前
期
の
兼
敦
（
兼
夏
の
曾
孫
（
の
考
察
成
果
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
特
に
戦
国
期
の
兼

右
の
代
に
同
家
相
承
の
秘
伝
や
口
訣
類
を
集
成
し
て
形
を
整
え
、
以
降
の
何
度
か
の
加
削
を
経
て
、
右
の
様
に
近
世
中
期
頃
ま
で
に
成
立

し
た
と
い
う（

11
（

。
本
稿
の
目
的
か
ら
委
細
に
は
及
ば
な
い
が
、
根
元
記
の
類
本
に
は
『
諸
神
記
』
や
『
諸
神
根
元
抄
』
な
ど
が
あ
り（

11
（

、
ま
た�
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歴
世
の
神
社
研
究
と
そ
の
集
成
に
は
、『
日
次
記
』（
当
主
の
日
記
（
等
の
累
代
の
家
記
が
利
用
さ
れ
た
可
能
性
も
検
証
さ
れ
て
い
る（

1（
（

。

　

吉
田
家
は
、
平
野
流
卜
部
氏
と
相
並
ぶ
伊
豆
卜
部
氏
の
一
流
で
あ
る
。
神
祇
官
の
大
副
・
少
副
職
を
平
野
流
と
と
も
に
歴
代
勤
め
、
京

都
・
吉
田
社
（
吉
田
神
社
・
京
都
市
左
京
区
吉
田
神
楽
岡
町
（
の
預
・
社
務
を
世
襲
し
た
公
家
で
、
兼
夏
の
孫
・
兼
熈
以
降
に
称
し
た

家
名
の
「
吉
田
」
は
地
名
に
由
る
。
中
世
以
降
、
古
典
解
釈
や
神
祇
故
実
に
通
じ
た
人
物
を
輩
出
し
、
の
ち
平
野
流
の
没
落
・
途
絶
も

相
ま
っ
て
、
近
世
に
か
け
て
は
神
祇
道
家
と
し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
。
そ
う
し
た
同
家
の
『
諸
社
根
元
記
』
の
内
に
、�

三
嶋
大
社
に
係
る
記
述
も
見
受
け
ら
れ
る
。
同
書
上
巻
に
み
た
「
三
嶋
社
」
の
記
事
よ
り
、
考
察
の
様
相
を
読
み
解
い
て
み
よ
う（

11
（

。

　

一
、
三
嶋
社�

伊
豆　

攝
津　

伊
豫　

越
後　

駿
河

　
　
　

延
喜
神
祇
式
曰
、
伊
豆
國
賀
茂
郡
伊
豆
三
嶋
神
社
。

　
　
　

伊
古
奈
比
咩
神
社　

物
忌
奈
命
神
社　

阿
波
神
社

　
　
　

攝
津
國
嶋
下
郡
三
嶋
鴨
社

　
　
　

伊
豫
國
越
智
郡
大
山
積
神
社

　
　
　

越
後
國
三
嶋
郡
三
嶋
神
社

　
　
　

駿
河
國
三
嶋
神
社�

式
外

　
　
　

�

伊
豫
國
風
土
記
曰
。
宇
知
郡
御
嶋
坐
神
御
名
大
山
積
神
、
一
名
和
多
志
大
神
也
。
是
神
者
所
レ
顯
二
難
波
高
津
宮
御
宇
天
皇
御
世
一。

此
神
自
二
百
濟
國
一
渡
來
坐
而
、
津
國
御
嶋
坐
云

云
。
謂
二
御
嶋
一
者
、
津
國
御
嶋
名
也
。
弎
嶋
賀
茂
社
者
、
從
二
百
濟
國
一
來
垂
二
跡

攝
津
國
一
號
二
三
嶋
國
連
一。
蓋
以
二
此
義
一
也
。
加
以
神
功
皇
后
二
定
伊
豆
國
造
一、
仁
德
天
皇
顯
二
伊
與
基
趾
一、
大
山
祇
神
也
。

　

ま
ず
「
三
嶋
社
」
の
項
目
下
に
五
つ
の
鎮
座
国
名
を
提
示
し
、
条
文
で
は
「
延
喜
神
祇
式
曰
」
と
し
て
、『
延
喜
式
』
巻
第
九
・
十
の�

「
神
名
」、
い
わ
ゆ
る
「
延
喜
式
神
名
帳
」
に
み
た
関
連
神
社
名
（「
延
喜
式0

神
名
帳
」
の
登
載
神
社
を
「
式
内
」、
非
登
載
神
社
を
「
式
外
」�
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と
称
す
る
。
駿
河
国
三
嶋
神
社
の
み
「
式
外
」
と
註
記
（
を
列
記
し
、
続
け
て
「
伊
豫
國
風
土
記
曰
」
と
し
て
関
連
記
事
を
引
く
。
同
記

事
は
前
掲
の
『
釈
日
本
紀
』
所
引
「
伊
豫
國
風
土
記
」
逸
文
（
＝
吉
田
本
『
日
本
書
紀
』
第
二
十
紙
〔
紙
背
〕（
と
同
文
で
あ
っ
た
。
平

野
流
か
ら
吉
田
流
へ
と
古
典
研
究
の
成
果
な
ら
び
に
相
承
の
古
典
籍
の
受
容
・
継
承
が
窺
え
る
重
要
な
記
述
と
い
え
る（

11
（

。

　

こ
う
し
た
大
山
祇
神
を
奉
斎
す
る
神
社
を
以
て
三
嶋
社
と
す
る
理
解
は
、
吉
田
兼
俱
や
そ
の
三
子
・
清
原
宣
賢
が
各
々
著
し
た
神
代
巻

の
註
釈
書
『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』
に
も
見
出
せ
る
。
兼
俱
は
兼
敦
の
弟
・
兼
富
の
孫
で
、
室
町
後
期
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
、
吉
田
神

道
を
大
成
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
一
方
の
宣
賢
は
、
公
家
の
清
原
（
船
橋
（
家
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
が
、
兼
俱
の
学
問
を
継
承
・

発
展
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
。「
神
代
巻
抄
」「
日
本
書
紀
抄
」
と
も
称
さ
れ
た
同
書
で
は
、
軻
遇
突
智
斬
殺
に
よ
る
山
津
見
神
の
生
成
に
係

る
解
説
中
で
、
大
山
祇
神
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た（

11
（

。
例
え
ば
、
兼
俱
が
「
一
段キ
タ
ハ

爲
二
大オ
ホ

山ヤ
マ

祇ツ
ミ

神
一―�

伊
豆
三
嶋
明
神
、
攝
州
三
嶋
明
神
也
」

と
し
て
、大
山
祇
神
が
伊
豆
三
嶋
明
神
と
摂
州
三
嶋
明
神
で
あ
る
こ
と
を
説
け
ば
、宣
賢
は
同
書
で
大
山
祇
神
の
解
説
と
し
て「
大
山
祇
神
、

疏
云
、
今
伊
豆
國
三
嶋
神
社
是
也
、
攝
州
嶋
下
郡
三
嶋
鴨
社
・
伊
豫
州
越ヲ

智チ

郡
大オ

ホ

山ヤ
マ

積ツ
ミ

神
等
、
同
體
異
名
也
」
と
記
述
し
て
お
り（

11
（

、
吉
田

家
の
家
学
に
ま
つ
わ
る
見
識
と
し
て
大
山
祇
神
に
対
す
る
見
解
・
認
識
が
共
有
・
踏
襲
さ
れ
て
い
た
と
判
る
。
こ
こ
で
宣
賢
が
引
い
た�

「
疏
」
と
は
、
室
町
時
代
の
公
卿
・
一
条
兼
良
の
著
し
た
日
本
紀
の
註
釈
書
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
を
指
す（

11
（

。

　

岡
田
莊
司
氏
に
よ
れ
ば
、
一
条
家
に
は
、
鎌
倉
後
期
の
実
経
と
子
の
家
経
・
実
家
に
対
す
る
卜
部
兼
文
の
日
本
書
紀
講
筵
を
は
じ
め
、

兼
俱
の
曽
祖
父
・
兼
熈
か
ら
兼
良
の
父
・
経
嗣
（
二
条
良
基
の
三
子
（
へ
の
秘
説
伝
授
な
ど
、
日
本
紀
に
係
る
知
識
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た

と
さ
れ
る（

11
（

。
そ
れ
を
大
成
し
た
の
が
兼
良
の
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
で
あ
る
。『
纂
疏
』
の
う
ち
、
文
章
表
現
の
一
致
か
ら
宣
賢
が
参
照
し

た
の
が
、「
大
山
祇ノ

神
、
謂フ
二
山
―
神
一、
今マ

伊
―
豆ノ

國
三
―
嶋ノ

神
―
社
是　
ナ
リ

　

也
、
攝
―
州
嶋
―
下ノ
―
郡
三
―
嶋ノ

鴨ノ
―
社
、
伊
―
豫ノ

州
越
―
智ノ

郡
大
―
山
積ツ
ミ

神
等
、
同
―
體
異
―
名　
ナ
リ

　

也
」
の
文
脈
と
推
定
さ
れ（

11
（

、
兼
良
の
大
山
祇
神
／
三
嶋
神
理
解
か
ら
も
、
伊
豆
卜
部
氏
の
家
学
を
受
け
て
成
立
し

た
纂
疏
が
、
後
世
の
卜
部
吉
田
家
の
家
学
・
神
社
理
解
に
作
用
し
て
い
た
様
態
を
見
て
取
れ
る
。
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同
じ
く
中
世
吉
田
家
の
神
社
研
究
に
関
連
し
た
文
献
に
、『
二
十
二
社
註
式
』
や
文
明
元
（
一
四
六
九
（
年
『
二
十
二
社
次
第（

11
（

』、
文
亀

三
（
一
五
〇
三
（
年
『
延
喜
式
神
名
帳
頭
註（

11
（

』
等
の
兼
俱
の
著
述
・
考
察
が
あ
る
。
こ
の
外
、
い
わ
ゆ
る
「
一
宮
記
」
の
類
も
知
ら
れ
、�

成
立
は
南
北
朝
期
の
兼
熈
の
頃
と
い
い
、
現
存
諸
本
に
は
兼
右
（
宣
賢
次
子
（
の
子
・
兼
見
や
梵
舜
の
各
筆
が
伝
わ
る（

1（
（

。
こ
れ
ら
は
二
十
二

社
や
式
内
社
、
諸
国
一
宮
を
対
象
に
、
社
名
や
神
名
、
鎮
座
地
を
列
記
し
、
祭
神
（
由
縁
（
に
係
る
解
釈
等
を
付
し
た
も
の
で
、
式
内
社

か
つ
一
宮
と
さ
れ
た
当
社
も
、
式
内
「
伊
豆
三
嶋
神
社
」
や
伊
豆
国
一
宮
「
三
嶋
大
明
神
」
大
山
祇
命
と
し
て
各
書
に
載
せ
ら
れ
た
。

　

右
の
文
献
の
註
記
は
、
吉
田
家
（
卜
部
氏
（
の
家
学
で
あ
る
「
日
本
紀
」
以
下
の
古
典
解
釈
や
、
同
家
に
伝
承
し
た
言
説
に
根
差
す
成

果
の
大
成
と
い
え
る
。
こ
の
点
、
宮
地
氏
が
「
神
名
帳
頭
註
・
二
十
二
社
註
式
・
一
宮
記
と
い
ふ
が
如
く
、
神
社
の
歴
史
を
究
む
る
試
み

と
な
つ
て
表
は
れ
来
つ
た
。
是
等
の
三
書
は
、
何
れ
兼
俱
の
手
に
成
る
。
尤
も
、
そ
の
内
容
よ
り
見
れ
ば
、
単
な
る
記
述
・
説
明
の
範
囲

を
出
な
い
が
、
と
に
か
く
も
、
神
社
の
各
部
門
に
亘
つ
て
、
調
査
し
研
究
す
る
風
が
起
り
来
り
、
そ
れ
が
近
世
神
社
研
究
の
地
盤
と
な
つ

た
点
に
於
て
も
、
之
を
看
過
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
」
と
評
し
た
様
に（

11
（

、
二
十
二
社
や
延
喜
式
内
社
、
諸
国
一
宮
を
対
象
と
し

た
、
各
社
の
由
緒
・
歴
史
の
総
覧
と
そ
の
註
記
・
解
説
と
い
う
、
吉
田
家
に
よ
る
一
連
の
学
問
は
、
中
世
に
発
展
し
た
専
門
的
な
神
社
研

究
や
神
社
史
の
萌
芽
で
あ
り
、
そ
の
学
問
的
な
手
法
お
よ
び
実
践
の
特
徴
・
傾
向
が
改
め
て
看
取
で
き
よ
う
。

　
　
（
2
）
近
世
以
降
の
神
社
史
研
究

　

続
く
近
世
社
会
で
は
、
政
治
・
経
済
を
基
軸
と
し
た
社
会
的
な
安
定
を
背
景
に
、
諸
々
の
学
問
分
野
が
発
展
を
み
せ
た
こ
と
は
言
を
俟

た
な
い
。
神
道
・
神
社
に
係
る
諸
学
も
、
近
世
以
前
は
公
家
・
文
人
や
僧
侶
、
神
職
、
神
祇
官
人
な
ど
、
限
ら
れ
た
社
会
階
層
・
知
識
階

級
を
担
い
手
と
し
た
。
論
拠
と
さ
れ
た
諸
典
籍
・
記
録
や
著
作
も
ま
た
、
伝
播
や
入
手
は
筆
写
（
写
本
（
に
拠
っ
た
た
め
、
学
問
の
普
及

に
は
障
壁
で
あ
っ
た
。
中
世
ま
で
の
状
況
に
比
し
て
、
右
の
階
層
や
階
級
に
属
す
人
々
は
元
よ
り
、
市
井
に
も
数
多
の
神
道
家
や
国
学
者
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ら
が
現
れ
て
、
神
道
説
や
神
社
の
考
究
・
考
証
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
点
は
、
近
世
の
学
問
的
な
発
展
と
し
て
大
き
な
転
機
と
い
え
る
。

　

こ
れ
に
は
出
版
文
化
の
興
隆
も
寄
与
し
た
。
都
市
で
は
書
肆
が
国
史
や
古
典
籍
ほ
か
、
各
種
の
様
々
な
文
献
・
著
作
を
出
版
・
刊
行
す

る
様
に
な
り
、
加
え
て
江
戸
幕
府
が
進
め
た
交
通
基
盤
の
整
備
は
、
物
流
・
人
流
の
活
発
化
に
つ
な
が
り
、
学
問
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

を
支
え
た
。
研
究
環
境
の
向
上
は
研
究
人
口
の
増
加
も
促
し
、
学
問
的
な
発
展
を
一
層
期
す
結
果
と
な
っ
て
表
れ
た
の
で
あ
る
。

　

右
の
様
な
近
世
以
降
の
学
問
状
況
を
踏
ま
え
て
、
三
嶋
社
を
例
に
、
近
世
的
な
神
社
研
究
の
方
法
・
傾
向
の
概
観
を
試
み
た
い
。

　
　

○
近
世
前
期
の
神
社
研
究
の
潮
流
と
特
徴

・
林
羅
山
『
本
朝
神
社
考
』

　

近
世
前
期
の
動
き
と
し
て
、
徳
川
幕
府
の
儒
官
を
勤
め
た
儒
学
者
の
林
羅
山
（
羅
浮
子
道
春
（（
一
五
八
三
～
一
六
五
七
（
の
研
究
が

挙
げ
ら
れ
る
。
羅
山
は
「
崇
神
排
仏
（
神
儒
の
関
係
を
重
視
す
る
一
方
で
神
仏
混
交
を
排
除
す
る
こ
と
（」
の
立
場
か
ら
『
本
朝
神
社

考
』（
一
六
三
八
～
四
五
年
に
か
け
て
成
立
（
を
著
し
、
そ
の
簡
略
版
に
『
神
社
考
詳
節
』（
一
六
四
五
年
刊
（
を
撰
述
し
た
。
神
社
考
は

二
十
二
社
や
式
内
社
ほ
か
、
各
地
の
有
力
大
社
な
ど
諸
社
の
由
緒
に
関
し
て
、
祭
神
の
考
究
を
軸
に
解
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
論
考

の
対
象
・
手
法
は
中
世
吉
田
家
の
神
社
研
究
書
に
同
じ
く
す
る
。
た
だ
し
、
神
仏
関
係
に
根
差
し
た
言
説
・
語
句
を
用
い
ず
、
歴
史
書
や

法
律
書
、
神
道
書
等
の
文
献
を
典
拠
と
し
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。
仏
説
の
排
除
を
打
ち
出
し
た
羅
山
の
学
問
姿
勢
に
見
え
る
神
社
研
究
の

手
法
・
視
座
は
、
徳
川
義
直
編
『
神
祇
宝
典
』
ほ
か
、
後
世
の
神
道
家
や
国
学
者
ほ
か
諸
方
の
考
説
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
羅
山
は
同
書

に
て
、

　
　
　
　
　

三
嶋
〈
世ニ

伝フ

。
聖
武
。
天
平
五
年ニ

。
三
島ノ

明
神
現ス

。〉　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈　

〉
内
は
割
注

　
　

�

神
代
巻
。
伊
弉
諾
尊
。
抜テ
レ
劍ヲ

斬テ
二
軻
遇
突
智ヲ
一。
爲
二
三
段ト
一。
其ノ

一
段
是レ

爲
二
大
山
祇ツ
ミ
ノ

神ト
一。
鈔
曰
。
伊
豆
國
。
賀
茂ノ

郡
。
三
島ノ

神ノ

社
。
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攝
津
國ノ

。
島
下ノ

郡
。
三
嶋ノ

社
。
伊
豫ノ

州
。
越オ

智チ
ノ

郡
。
大
山
積ツ

ミ
ノ

神ノ

社
。
此ノ

三
所ハ

。
共ニ

一
神
也
。

　
　

又
曰
。
事
代
主ノ

神
。
化ナ

リ
二―�

爲テ

八
尋ヒ

ロ
ノ

熊ワ

鰐ニ
ト

一。
通フ
二
三
嶋
溝ミ

ソ

樴ク
ヒ

姫ニ
一。〈
溝
樴
。
一　

ニ
ハ

　

作
二
溝
咋
一。〉

　
　

伊
豆ノ

三
嶋ノ

明
神ハ

者
。
移テ
二
伊
與ノ

三
嶋ニ
一。
以テ

祭ル
レ
之ヲ

。
伊
與ノ

守
實
綱
。
患テ
レ
旱ヲ

祈ル
レ
之ヲ

。
令ム
三
能
因
法
師　

ヲ
シ
テ

。
詠セ
二
和
歌ヲ
一。
俄ニ

大ニ

雨テ

禾
不
レ
枯レ

。

　
　

�

太
宰ノ

大
貳
佐
理
。
任
罷テ

自
二
鎭
西
一
還テ

。
至テ
二
伊
豫ノ

國ニ
一
泊ル

。
風
浪
惡　

シ
テ

而
不
レ
出
レ
舟ヲ

。
其ノ

夜
夢ニ

三
嶋ノ

明
神
吿テ

曰
。
請フ

書ケ
二
社ノ

額ヲ
一。
翌
日�

佐
理
。
書テ

以テ

懸ク
レ
之ヲ

。
風
乃イ

順フ

。
而
發ス
レ
舟ヲ

。
佐
理ハ

。
本
朝
無
雙ノ

之
能
書
也
。
其ノ

額ニ

曰
。
日
本
總
鎭
守
。
三
嶋ノ

大
明
神
。

と
著
わ
す（

11
（

。
ま
ず
「
世
」
に
伝
わ
る
と
し
て
、
三
嶋
明
神
の
出
現
を
天
平
五
（
七
三
三
（
年
と
す
る
説
を
提
示
し
、
神
代
巻
の
火
神
斬
殺

に
よ
る
大
山
祇
神
の
化
為
記
事
を
は
じ
め
、「
鈔
」
よ
り
、
伊
豆
国
賀
茂
郡
の
三
嶋
神
社
と
摂
津
国
島
下
郡
の
三
嶋
社
、
伊
予
国
越
智
郡
の

大
山
積
神
社
の
三
所
の
神
を
一
神
と
す
る
説
を
紹
介
し
た
。
同
じ
く
神
代
巻
の
「
三
嶋
溝
樴
姫
」
の
許
に
通
っ
た
事
代
主
神
の
記
事
に
も

触
れ
、
三
所
の
三
嶋
神
を
一
神
と
す
る
説
を
改
め
て
考
察
し
て
、
伊
豆
の
三
嶋
明
神
は
伊
予
の
三
嶋
へ
と
移
り
、
そ
れ
を
祀
っ
た
と
す
る
。

　

続
け
て
『
東
関
紀
行
』
や
『
古
今
著
聞
集
』（
鎌
倉
中
期
編
纂
の
説
話
集
（
に
収
め
ら
れ
た
、
請
雨
の
た
め
の
能
因
法
師
に
よ
る
詠
歌

の
説
話
や
、『
十
訓
抄
』（
鎌
倉
中
期
頃
の
教
訓
的
な
説
話
集
（
に
み
た
藤
原
佐
理
に
よ
る
扁
額
揮
毫
の
話
な
ど
、
関
係
説
話
を
載
せ
た
。

　

こ
れ
ら
羅
山
に
よ
る
三
嶋
神
社
（
明
神
（
研
究
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、

　

・
三
嶋
明
神
は
聖
武
朝
の
天
平
五
（
七
三
三
（
年
に
現
れ
た
と
す
る
世
説
が
あ
っ
た
。

　

・
三
嶋
神
と
は
大
山
祇
神
の
こ
と
で
あ
り
、
神
代
巻
に
よ
れ
ば
、
三
段
に
斬
ら
れ
た
軻
遇
突
智
の
一
段
か
ら
為
っ
た
神
と
い
う
。

　

・
三
嶋
神
は
、「
鈔
」
に
よ
れ
ば
伊
豆
国
賀
茂
郡
・
摂
津
国
島
下
郡
・
伊
予
国
越
智
郡
の
三
所
で
祀
る
同
一
の
神
で
あ
る
。

　

・
事
代
主
神
は
八
尋
熊
鰐
と
化
し
て
三
嶋
溝
樴
姫
の
許
に
通
っ
た
。

　

・
伊
豆
の
三
嶋
明
神
は
伊
予
の
三
嶋
に
も
移
っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

右
の
様
に
示
せ
よ
う
。
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
中
世
以
来
の
註
釈
・
解
説
を
総
べ
た
考
究
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
伊
豆
・
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摂
津
・
伊
予
三
州
に
亘
る
三
嶋
明
神
の
深
い
関
係
を
羅
山
に
想
起
さ
せ
た
「
鈔
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
文
章
表
現
よ
り
、
概
ね
宣
賢
の�

『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
う
し
た
羅
山
の
『
本
朝
神
社
考
』
に
お
け
る
宣
賢
の
『
日
本
書
紀
抄
』
の
利
用

に
つ
い
て
は
、
既
に
野
上
潤
一
氏
が
具
体
的
な
記
述
を
精
緻
に
整
理
・
検
証
さ
れ
て
い
る
た
め
、
委
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い（

11
（

。

　

こ
こ
で
は
三
嶋
社
理
解
を
手
掛
か
り
に
、
改
め
て
神
社
考
に
み
た
神
社
研
究
の
特
徴
を
鑑
み
れ
ば
、
羅
山
も
ま
た
伊
豆
卜
部
氏
以
来
の

日
本
紀
研
究
の
成
果
を
基
盤
に
、
三
嶋
神
に
大
山
祇
神
を
比
定
し
、
神
代
巻
よ
り
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
判
る
。
末
尾
の
「
此ノ

三
所ハ

。
共ニ

一
神
也
。」
は
、
ま
さ
に
日
本
紀
抄
の
「
同
體
異
名
也
」
を
受
け
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
羅
山
の
神
社
考
究
の
手
法
は
、
仏
説
を

排
除
し
つ
つ
も
神
代
巻
ほ
か
典
拠
に
則
し
た
祭
神
の
考
察
を
軸
と
し
て
お
り
、
中
世
以
来
の
「
日
本
紀
」
註
釈
を
深
化
・
発
展
さ
せ
た
研

究
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

な
お
、「
事
代
主
神
」
の
記
述
は
前
後
の
文
脈
と
の
関
わ
り
が
判
り
難
く
、
唐
突
な
感
も
否
め
な
い
が
、
こ
れ
は
摂
津
国
島
下
郡
に
係

る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。『
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
三
嶋
溝
橛
耳
神
の
息
女
・
三
嶋
溝
樴
姫
（
玉
櫛
姫
（
の
許
に
、
八
尋
熊
鰐
に
化
し
た
事

代
主
神
が
通
っ
て
生
ま
れ
た
児
が
媛
蹈
鞴
五
十
鈴
媛
命
（
後
の
神
武
天
皇
の
皇
后
（
で
あ
り（

11
（

、『
釈
紀
』
巻
第
九
の
「
述
義
五
」
に
は
、

溝
樴
姫
の
父
神
「
三
嶋
溝
橛
耳
神
」
条
の
註
釈
と
し
て
、
次
の
様
に
示
さ
れ
る（

11
（

。

　
　

神〵
名
帳
曰
。
攝
津
國
嶋
下
郡
三
嶋
鴨
神
社
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

溝
咋
神
社
。
鍬
靫
。

　

神
名
帳
で
は
嶋
下
郡
に
十
七
座
の
神
名
が
登
載
さ
れ
る
が（

11
（

、
釈
紀
は
三
嶋
溝
橛
耳
神
の
関
連
事
項
と
し
て
右
の
二
社
を
抜
き
出
し
た
。

神
名
を
構
成
す
る
「
三
嶋
」
と
「
溝
咋
」
に
基
づ
く
解
釈
で
あ
ろ
う
か
。
一
条
兼
良
の
『
纂
疏
』
に
も
同
条
の
説
明
と
し
て
、

　
　

�

熊ワ

鰐ニ
ハ

者
、
其ノ
―
魚ノ

之
形
、
似テ
レ
熊ニ

色
―
黑シ

也
、
神
―
名
―
帳ニ

曰
、
攝
―
津ノ

國
嶋
―
下ノ

郡
、
三
嶋ノ
―
鴨ノ

神
―
社
、
溝
―
咋ノ

神
―
社　
ナ
リ

、
玉
櫛
姫ハ

者
、

溝
―
樴
姫ノ

之
一
―
名　

ナ
リ

也
、
五
十
鈴ハ

、
或ハ

謂フ
二
大
己
貴ノ

之
子ト
一、
或ハ

謂フ
二
孫
―
女ト
一、
有リ
二
二
―
說
一
也
、
神
日
本
磐
余
彥ハ

、
則チ

神
武
天
―
皇　

ナ
リ

也
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と
あ
り（

11
（

、『
釈
紀
』『
纂
疏
』
と
も
、「
神
名
帳
」
嶋
下
郡
中
の
三
嶋
鴨
神
社
と
溝
咋
神
社
と
の
二
社
の
間
に
、
特
段
の
関
係
性
を
看
取
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
羅
山
も
先
行
諸
説
を
反
映
し
て
か
、
神
婚
譚
を
挿
入
し
た
と
想
定
で
き
る
。『
神
社
考
詳
節
』
で
は
、

　
　

�

日
本
紀
、
伊
弉
諾
斬テ
二
軻
遇
突
智ヲ
一
爲ナ

ス
二
三ミ

段キ
タ
ト

一。
其ノ

一ツ

爲ナ
ル

二
大
山
祇ス

ミ
ノ

神ト
一。
延
喜
式ニ

、
伊
豆ノ

國
賀
茂ノ

郡
三
嶋ノ

神
社
・
攝
津ノ

國
島シ

マ

下シ
タ
ノ

郡
。

三
嶋ノ

鴨カ
モ
ノ

社
・
伊
豫ノ

國
越オ

智チ
ノ

郡
。
大
山
積ツ

ミ
ノ

神
社
。
此ノ

三
社ハ

、
皆ナ

大
山
祇ノ

神　
ナ
リ

也
。
日
本
紀
、
事コ

ト

代シ
ロ

主ヌ
シ
ノ

神
通カ

ヨ
フ二

三
嶋ノ

溝ミ
ソ

樴ク
ヒ

姫ニ
一。

右
記
の
形
で
神
社
考
の
内
容
を
抄
出
し
て
お
り
、
羅
山
は
祭
神
：
大
山
祇
神
の
由
来
と
同
神
を
め
ぐ
る
三
社
の
関
係
、
ま
た
摂
津
の
三
嶋

に
係
る
溝
樴
姫
と
事
代
主
神
の
通
婚
説
話
を
、
三
嶋
社
の
特
徴
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
窺
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
世ニ

伝フ

」
と
さ
れ
た
出
現
年
に
つ
い
て
は
、
年
代
記
『
重
撰
和
漢
皇
統
編
年
合
運
圖
』
に
記
述
が
あ
る
。
同
書
は
神
社
考

成
立
に
先
立
つ
江
戸
初
期
、
京
都
・
要
法
寺
（
現
、
日
蓮
本
宗
・
左
京
区
法
皇
寺
町
（
の
僧
侶
・
円
智
日
性
が
、
当
時
の
今
上
皇
帝
（
後

陽
成
院
（
ま
で
を
範
囲
と
し
て
撰
述
し
た
も
の
で
、
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
（
年
に
古
活
字
の
初
版
が
刊
行
に
至
る（

11
（

。
同
書
に
は
聖
武
朝
の

天
平
五
年
癸
酉
歳
に
三
島
明
神
が
現
れ
た
記
事
お
よ
び
、
光
仁
朝
の
宝
亀
十
年
己
未
歳
に
「
三
島ノ
―
明
神
與
州　
ヨ
リ

遷
二
豆
―
州
ニ一
」、
す
な
わ

ち
三
島
明
神
が
與
州
こ
と
伊
豫
国
か
ら
伊
豆
国
へ
遷
っ
た
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た（

11
（

。
羅
山
も
世
説
と
し
て
引
い
た
天
平
五
年
の
出
現
説

は
、
遅
く
と
も
近
世
初
期
に
は
、
年
代
記
に
採
録
さ
れ
る
ほ
ど
に
文
人
や
知
識
階
層
へ
伝
わ
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

　

同
書
は
の
ち
、
京
都
の
数
学
家
・
吉
田
光
由
の
編
集
に
よ
り
、
正
親
町
院
か
ら
今
上
皇
帝
（
中
御
門
天
皇
（
の
正
保
二
（
一
六
四
五
（

年
ま
で
の
年
代
記
を
加
え
、
三
巻
三
冊
の
形
で
書
題
に
「
指
掌
」
を
冠
し
て
同
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
（
通
称
は
和
漢
合
運
（、
一
定
の
普

及
を
み
た（

1（
（

。
和
漢
合
運
と
神
社
考
で
は
、
三
嶋
明
神
の
出
現
年
が
共
通
す
る
一
方
で
、
創
祀
の
場
は
異
な
る
見
解
が
採
ら
れ
て
い
る
。

　
　

○
羅
山
以
降
の
諸
家
に
よ
る
神
社
研
究

・
徳
川
義
直
『
神
祇
宝
典
』



48

　

近
世
前
期
の
林
羅
山
に
よ
る
著
述
が
、
以
降
の
神
社
を
対
象
と
し
た
学
究
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
点
は
既
に
示
し
た
が
、
そ
の

代
表
の
一
人
が
、
羅
山
の
門
人
た
る
尾
張
藩
主
・
徳
川
義
直
（
一
六
〇
〇
～
五
〇
（
で
あ
ろ
う
。
義
直
の
編
纂
・
著
述
し
た
正
保
三�

（
一
六
四
六
（
年
『
神
祇
宝
典
』
は
、
式
内
社
約
八
七
〇
社
・
式
外
社
六
八
社
の
研
究
書
で
あ
る
。
序
文
で
義
直
は
、
古
代
に
は
秩
序
だ
っ

た
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
後
世
の
神
仏
関
係
の
深
化
の
中
で
文
献
が
不
足
し
て
神
名
を
徴も
と
め

難
く
な
り
、
名
の
喪
失
が
神
の
徳
業
も

失
わ
せ
、
神
霊
の
存
在
の
否
定
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
年
久
し
く
常
に
憤
っ
て
い
る
、
と
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

こ
の
点
こ
そ
、
神
儒
一
致
・
排
仏
と
い
う
本
書
の
視
座
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
式
内
社
や
著
名
神
社
な
ど
を
対
象
に
、
古
代
に

一
つ
の
規
範
を
求
め
る
と
い
う
、
尚
古
的
な
学
問
姿
勢
・
編
纂
動
機
の
背
景
に
な
っ
た
。
即
ち
、
尾
張
藩
祖
・
義
直
に
み
た
近
世
前
期
の

神
社
の
歴
史
的
研
究
は
、
ま
さ
に
祭
神
研
究
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
三
嶋
神
社
研
究
も
そ
う
し
た
例
に
漏
れ
な
い
。
義
直
は

『
神
祇
宝
典
』
に
お
い
て
、「
伊
豆
三
島
神
社
」
は
「
大
山
祇
神
也
」
と
表
記
し
た
上
で
、
纂
疏
に
よ
る
同
体
異
名
の
文
脈
や
国
史
に
み
た

神
階
奉
授
の
記
事
を
示
し
、
続
け
て
大
山
祇
神
の
解
説
と
し
て
、
神
代
巻
や
『
先
代
旧
事
本
紀
』
中
の
化
成
記
事
を
引
用
・
集
成
し
た（

11
（

。

・
白
井
宋
因
『
神
社
啓
蒙
』

　

義
直
同
様
に
仏
説
を
排
し
、
神
儒
一
致
に
則
し
て
著
わ
さ
れ
た
神
社
の
考
究
・
啓
蒙
書
に
、
凡
そ
同
時
期
に
活
動
し
た
浪
華
（
な
に
は
・

現
在
の
大
阪
市
北
部
（
の
医
師
で
、
神
社
研
究
家
で
も
あ
っ
た
と
い
う
白
井
宋
因
（
生
没
年
不
詳
（
の
『
神
社
啓
蒙
』（
一
六
六
七
年
序
（

が
あ
る（

11
（

。
本
書
は
仏
説
を
排
し
て
神
祇
・
神
社
に
つ
い
て
の
啓
蒙
を
目
的
に
、
二
十
二
社
や
式
内
社
・
式
外
社
ほ
か
諸
社
の
由
緒
・
歴
史
、

関
連
語
句
等
に
解
説
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
首
巻
に
は
「
凡
例
」
や
「
或
問
（
解
答
す
べ
き
主
題
を
問
い
の
形
で
提
示
し
た
も
の
（」

な
ど
に
続
け
て
「
書
引
目
録
」
の
形
で
、『
日
本
書
紀
』『
延
喜
式
』
以
下
、
典
拠
と
し
て
引
用
し
た
書
籍
の
目
録
を
載
せ
た
点
は
、
仏
書

を
含
ま
な
い
国
史
や
国
法
等
の
典
拠
の
明
示
と
い
う
、
宋
因
の
研
究
手
法
・
姿
勢
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
。
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宗
因
は
『
神
社
啓
蒙
』
の
中
で
、
三
嶋
神
社
（
在
二
伊
豆
國
賀
茂
郡
一
（
に
つ
い
て
は
「
一
宮
記
曰
、
大
山
祇
命
也
。
改
暦
雜
事
曰
、

崇
峻
帝
御
宇
庚
戌
歲
出
現
。
總
鎭
守
號
、羅
山
辨
レ
之
。
故
今
不
レ
載
レ
焉
」
と
著
わ
す（

11
（

。「
一
宮
記
曰
」「
羅
山
辨
レ
之
」
と
の
表
記
か
ら
は
、

従
前
の
神
社
研
究
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
大
山
祇
命
を
祭
神
と
し
て
、
伊
豆
の
三
嶋
神
社
と
伊
予
の
大
山
祇
神
社
を
同

一
と
す
る
説
を
背
景
と
し
た
も
の
か
、
出
現
年
に
つ
い
て
は
羅
山
が
紹
介
し
た
様
な
聖
武
朝
の
天
平
五
年
で
は
な
く
、
崇
峻
天
皇
二
年
と

す
る
『
改
暦
雑
事
記
』
の
説
を
紹
介
し
た
。
そ
の
上
で
、（
大
山
祇
神
社
の
扁
額
記
事
に
み
た
（
総
鎮
守
と
号
し
た
こ
と
は
羅
山
が
弁
じ

て
い
る
と
し
て
、
関
連
記
事
を
載
せ
な
い
旨
を
示
し
、「
類
聚
國
史
曰
」
と
の
形
で
従
三
位
奉
授
の
記
事
を
引
用
す
る
に
留
め
て
い
る
。

・
今
井
有
順
ほ
か
『
神
道
集
成
』

　

水
戸
藩
二
代
藩
主
・
徳
川
光
圀
の
命
に
よ
り
、
彰
考
館
（
修
史
局
（
の
今
井
有
順
（
一
六
四
六
～
八
三
（
ら
が
編
纂
し
た
神
道
書
。
領

内
の
神
社
復
興
の
た
め
に
寛
文
年
間
に
編
纂
が
始
め
ら
れ
、
同
十
（
一
六
七
〇
（
年
に
脱
稿
し
た
。
そ
の
後
も
有
順
門
人
の
津
田
信
貞

（
一
六
四
一
～
一
七
一
三
（
や
丸
山
可
澄
（
一
六
五
七
～
一
七
三
一
（
の
労
に
よ
り
増
補
・
校
正
が
続
け
ら
れ（

11
（

、
元
禄
十
四
（
一
七
〇
一
（

年
に
十
二
巻
が
清
書
、
さ
ら
に
享
保
十
五
（
一
七
三
〇
（
年
に
は
増
訂
版
の
十
七
巻
が
成
立
し
た
と
い
う（

11
（

。
卜
部
吉
田
家
・
同
神
道
関
係

の
文
献
・
資
料
を
数
多
く
収
載
す
る
。
十
二
巻
の
内
、
巻
第
六
～
第
十
を
「
神
社
部
」
に
充
て
、
宮
中
神
以
下
、
式
内
社
や
式
外
社
な
ど

全
国
各
地
の
著
名
神
社
を
列
記
し
て
、
国
史
ほ
か
関
係
資
料
に
拠
っ
た
註
釈
を
付
し
た
。

　

当
社
に
つ
い
て
は
巻
第
七
「
東
海
道
神
」
の
内
で
述
べ（

11
（

、
祭
神
た
る
大
山
祇
神
の
解
説
を
中
心
に
、
神
社
考
に
み
え
る
火
神
斬
殺
説
話

や
「
三
所
共
一
神
」
の
表
記
ほ
か
、
崇
峻
帝
の
御
宇
（
御
世
（
の
「
庚
戌
年
、
出
現
。
一
説
、
聖
武
帝
之
御
宇
天
平
五
年
、
現
座
。
改
暦�

雜
事
記
」
と
し
て
、『
改
暦
雑
事
記
』
に
み
た
崇
峻
朝
で
の
出
現
記
事
と
異
説
と
し
て
の
聖
武
朝
の
天
平
五
年
説
を
併
せ
て
載
せ
、
最
後
に

『
日
本
三
代
実
録
』
中
の
従
三
位
奉
授
記
事
を
紹
介
す
る
。
概
ね
神
社
考
に
通
じ
た
形
と
知
れ
る
が
、
伊
予
三
嶋
の
大
山
祇
神
に
係
る�
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伝
承
は
巻
第
十
の
同
社
条
に
、
事
代
主
神
に
よ
る
三
嶋
溝
樴
姫
の
許
へ
の
通
婚
説
話
は
巻
第
六
の
溝
咋
神
社
条
に
そ
れ
ぞ
れ
収
め
、
祭
神

を
以
て
一
同
に
連
関
・
記
述
し
な
か
っ
た
点
は
、
神
社
考
と
異
な
る
特
徴
と
い
え
る
。

　

水
戸
藩
で
は
『
神
道
集
成
』
以
降
、
の
ち
に
神
道
書
『
神
祇
提
要
』
が
編
纂
さ
れ
る
な
ど
、
神
社
・
神
道
に
関
わ
る
見
識
や
考
究
成
果

が
培
わ
れ
た
。
さ
ら
に
彰
考
館
で
の
『
大
日
本
史
』
編
纂
に
際
し
て
の
「
神
祇
志
」
編
纂
を
起
源
に
、
神
社
に
係
る
関
係
事
項
の
列
記
と

史
的
変
遷
を
中
心
と
す
る
学
問
の
名
称
と
し
て
、「
神
祇
史
」
に
先
鞭
の
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
、
宮
地
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

・
坂
内
直
頼
『
本
朝
諸
社
一
覧
』

　

同
じ
く
近
世
前
期
の
貞
享
二
（
一
六
八
五
（
年
八
月
に
は
、
山
城
国
の
坂
内
直
頼
（
生
没
年
不
詳
（
が
『
本
朝
諸
社
一
覧
』
全
八
巻
を

完
成
さ
せ
、
伊
勢
の
神
宮
は
じ
め
、
山
城
国
以
下
諸
国
の
神
社
の
解
説
を
記
し
た（

11
（

。
執
筆
に
当
た
り
、
典
籍
ほ
か
羅
山
の
「
神
社
考
」
の

記
載
も
参
照
さ
れ
て
お
り
、
宗
因
と
同
じ
く
、
近
世
以
降
に
進
展
し
た
羅
山
に
よ
る
神
社
研
究
の
成
果
・
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が

見
て
取
れ
る
。
本
書
で
示
さ
れ
た
考
察
成
果
は
、
直
頼
が
後
の
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
（
年
に
釈
白
慧
の
名
で
序
を
著
し
た
、
正
徳
元

（
一
七
一
一
（
年
刊
行
『
山
州
名
跡
志
』（
山
州
：
山
城
国
に
関
す
る
地
誌
（
を
撰
述
す
る
際
の
基
層
の
一
端
と
も
な
っ
た
。
直
頼
も
『
本

朝
諸
社
一
覧
』
に
て
、
概
ね
宗
因
と
羅
山
の
説
に
則
る
形
で
、
祭
神
を
大
山
祇
命
と
す
る
「
一
宮
記
」
や
、
崇
峻
朝
の
「
庚
戌
年
出
現
」

と
い
う
『
改
暦
雑
事
記
』
の
記
事
を
引
い
た
上
、「
神
社
考
」
の
「
抄
云
」
以
降
の
全
文
を
引
用
掲
載
し
て
い
る（

11
（

。

・
黒
川
道
祐
『
雍
州
府
志
』

　

ま
た
『
神
社
啓
蒙
』
や
『
本
朝
諸
社
一
覧
』
の
成
立
と
時
代
的
に
重
な
る
貞
享
三
（
一
六
八
六
（
年
、直
頼
の
『
山
州
名
跡
志
』
に
先
行�

し
て
、
羅
山
に
師
事
し
た
医
師
の
黒
川
道
祐
（
一
六
二
三
～
九
一
（
に
よ
っ
て
、『
雍
州
府
志
』
全
十
巻
が
著
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
本
朝�
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に
と
っ
て
の
雍
州
（
古
代
中
国
の
隋
唐
で
京
兆
の
属
し
た
州
（
に
当
た
る
城
州
（
山
城
国
（
を
対
象
に
、
総
合
的
か
つ
体
系
立
て
て
編
纂

さ
れ
た
地
誌
で
あ
り
、
巻
二
・
巻
三
を
そ
れ
ぞ
れ
「
神
社
門
」
の
上
下
と
題
し
て
、
山
城
国
内
の
神
社
に
関
す
る
解
説
を
収
め
て
い
る
。�

『
雍
州
府
志
』
や
『
山
州
名
跡
志
』
か
ら
は
、
項
目
別
の
体
系
的
な
近
世
前
期
の
地
誌
編
纂
と
、
羅
山
以
来
の
一
覧
的
・
総
合
的
な
神
社

の
研
究
と
の
間
に
、
密
接
な
関
係
性
が
見
出
せ
る
。
な
お
、
道
祐
の
『
雍
州
府
志
』
は
、
山
城
国
内
の
神
社
を
対
象
と
す
る
た
め
、
当
社

に
関
す
る
直
接
的
な
言
及
こ
そ
な
い
が
、
宇
治
郡
の
三
島
明
神
（
三
嶋
神
社
、
京
都
市
東
山
区
上
馬
町
（
に
つ
い
て
、

　
　

�

○
三
島
明
神　

在
二
滑
谷
一
神
代
巻
曰
伊
弉
諾
尊
抜
レ
劍
斬
二
軻
遇
突
智
一
爲
二
三
段
一
一
段
是
爲
二
大
山
祇
神
一
則
三
島
明
神
是
也　

聖

武
天
皇
天
平
五
年
伊
豆
國
賀
茂
郡
三
島
明
神
出
現
爾
後
攝
津
國
下
郡
伊
豫
國
越
智
郡
勸
二
請
之
一
此
處
未
レ
知
何
年
祭
一レ
之

と
記
し（

1（
（

、
神
代
巻
に
み
た
三
嶋
明
神
こ
と
大
山
祇
神
の
生
成
と
、
伊
豆
国
に
お
け
る
天
平
五
年
の
出
現
説
に
触
れ
る
。
さ
ら
に
摂
津
や
伊

予
へ
の
勧
請
譚
に
も
言
及
し
て
お
り
、
祭
神
の
解
説
と
し
て
は
概
ね
神
社
考
に
み
え
る
羅
山
の
理
解
を
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

　

斯
く
の
如
く
、
叙
述
表
現
に
若
干
の
差
異
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
宗
因
・
直
頼
・
道
祐
と
も
に
羅
山
の
神
社
研
究
の
成
果
・
影
響
を
多
少

に
拘
わ
ら
ず
受
け
る
形
で
、
考
察
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
な
お
、
宗
因
や
『
神
道
集
成
』、
直
頼
が
鎮
座
に
関
わ
る
典

拠
と
し
て
引
用
し
た
『
改
暦
雑
事
記
』
と
は
、
天
神
七
代
に
始
ま
り
、
戦
国
時
代
の
後
奈
良
院
の
御
代
・
弘
治
二
（
一
五
五
六
（
年
に
至

る
ま
で
の
出
来
事
を
概
括
し
た
年
代
記
の
こ
と
で
あ
り（

11
（

、
各
地
の
神
社
の
創
建
記
事
等
も
散
見
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
。

・
橘
三
喜
『
諸
国
一
宮
巡
詣
記
』

　

肥
前
国
平
戸
藩
出
身
の
神
道
家
・
橘
三
喜
（
一
六
三
五
～
一
七
〇
三
（
は
、
延
宝
三
（
一
六
七
五
（
年
七
月
か
ら
元
禄
十
（
一
六
九
七
（

年
の
二
十
三
年
の
歳
月
を
か
け
て
諸
国
一
宮
を
巡
拝
し
、
そ
の
記
録
と
し
て
『
諸
国
一
宮
巡
詣
記
』
を
著
わ
し
た（

11
（

。
ま
た
、
巡
拝
を
始
め
た

翌
年
・
延
宝
四
年
六
月
に
は
、
平
戸
藩
に
よ
る
壱
岐
国
の
式
内
社
二
十
四
座
の
調
査
を
担
っ
て
い
る
。
同
国
式
内
社
の
査
定
に
は
一
部
で�
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検
討
の
余
地
も
指
摘
さ
れ
る
が（

11
（

、
一
宮
の
巡
詣
記
に
載
せ
ら
れ
た
神
社
境
内
図
や
社
誌
（
祭
神
や
由
緒
な
ど
の
各
社
の
概
要
・
情
報
（
は
、

三
喜
の
参
詣
・
調
査
を
通
じ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
期
の
「
一
宮
」
各
社
の
状
況
を
総
じ
て
窺
い
知
り
得
る
。

　
「
一
宮
巡
詣
記
抜
粋
」
で
は
、
最
後
に
巡
詣
し
た
一
宮
と
し
て
伊
豆
国
賀
茂
（
君
澤
（
郡
の
三
嶋
社
の
名
が
み
え
る
。
三
喜
は
元
禄�

十
年
九
月
十
二
日
に
三
島
に
到
る
と
、
神
主
の
許
へ
と
立
ち
寄
り
、
そ
の
後
に
伊
豆
一
宮
三
嶋
大
明
神
を
参
詣
し
た
と
い
う
。
延
宝
三
年

に
「
生
国
（
し
ょ
う
ご
く
、
三
喜
の
生
ま
れ
た
国
：
肥
前
国
（」
の
（
一
宮
（
川
上
神
社
を
参
詣
し
て
か
ら
、
六
十
八
州
（
の
参
詣
（
を

仕
え
廻
り
、「
天
下
第
一
の
山
神
の
御
社
に
て
成
就
す
る
事
、
感
心
不
レ
斜
、
難
レ
有
覺
ゆ
」
と
し
て
、
三
嶋
社
を
以
て
無
事
に
諸
国
一
宮

の
巡
詣
が
成
就
し
た
こ
と
を
感
心
・
感
謝
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、「
此
宮
炎
上
し
て
假
屋
な
れ
は
、
重
ね
て
繪
圖
を
書
へ
し
」
と
あ
っ
て
、
当
社
は
社
殿
が
焼
損
に
よ
り
仮
屋
の
た
め
、
境
内

図
は
追
っ
て
（
再
建
後
に
（
描
く
も
の
と
し
た
旨
を
記
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
祭
神
が
大
山
祇
命
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
以
外
、
特
段
の
記
述

こ
そ
認
め
ら
れ
な
い
が
、
寛
文
度
造
営
の
社
殿
が
遅
く
と
も
元
禄
十
年
の
段
階
で
は
焼
損
を
被
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

以
上
の
様
に
、
近
世
前
期
の
伊
豆
国
外
に
お
け
る
三
嶋
神
社
研
究
の
動
向
と
し
て
は
、
中
世
の
卜
部
吉
田
家
に
よ
る
日
本
紀
研
究
や
神

社
研
究
の
成
果
を
享
受
・
発
展
さ
せ
る
形
で
、
儒
者
や
大
名
、
医
師
や
文
人
ら
諸
家
が
祭
神
：
大
山
祇
神
に
係
る
論
説
の
整
理
・
公
刊
を

図
っ
て
い
た
。
当
社
を
例
に
み
た
、
近
世
前
中
期
に
お
け
る
神
社
に
関
す
る
学
問
は
、
林
羅
山
以
降
、
神
代
巻
や
『
延
喜
式
』
ほ
か
古
典

講
究
に
根
差
し
た
祭
神
研
究
を
主
た
る
潮
流
に
、
地
誌
や
巡
拝
記
で
も
扱
わ
れ
た
の
が
、
往
時
の
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　

○
近
世
的
な
神
社
研
究
・
考
証
の
展
開
～
江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て

　

武
士
階
級
や
文
人
、
市
井
の
動
き
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
後
期
伊
勢
神
道
」
が
展
開
し
た
神
宮
周
辺
で
も
、
神
職
に
よ
る
神
社
を

対
象
と
し
た
学
問
的
営
み
が
確
認
で
き
る
。
近
世
前
期
の
外
宮
権
禰
宜
・
度
会
（
出
口
（
延
佳
（
一
六
一
五
～
九
〇
（
は
、
万
治
三�
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（
一
六
六
〇
（
年
九
月
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
な
ど
神
宮
関
係
の
文
献
も
用
い
て
、
伊
勢
国
内
の
紀
州
藩
領
に
お
け
る
神
宮
末
社
の
研
究

書
『
勢
州
御
領
内
末
社
考
』
を
著
す（

11
（

。
同
時
期
の
神
宮
で
は
摂
末
社
の
多
く
が
頽
廃
し
、
古
儀
の
復
興
が
希
求
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た（

11
（

。

こ
の
外
、『
延
喜
式
』
巻
九
・
十
の
版
本
に
延
佳
の
ほ
か
数
人
が
傍
註
を
書
き
入
れ
て
、
註
釈
を
試
み
て
い
る
（「
延
喜
式
傍
注（

11
（

」（。

　

さ
ら
に
、
延
佳
の
次
子
で
外
宮
権
禰
宜
の
延
経
（
一
六
五
七
～
一
七
一
四
（
は
、
神
宮
関
連
の
諸
社
に
留
ま
ら
ず
、
延
佳
ら
の
傍
註
を

一
層
発
展
さ
せ
る
形
で
『
神
名
帳
考
証
』
を
叙
述
す
る
に
至
っ
た
。
本
書
は
「
神
名
帳
」
に
登
載
さ
れ
た
宮
中
以
下
、
全
国
各
地
の
神

社
（
式
内
社
（
を
対
象
に
、
延
経
が
考
証
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
同
人
の
没
後
、
そ
の
草
稿
は
外
宮
内
人
の
桑
原
弘
雄
・
弘
世
父
子
に

よ
る
整
理
・
考
訂
を
経
て
、
享
保
十
八
（
一
七
三
三
（
年
に
完
成
を
み
た
と
い
う（

11
（

。
延
経
門
人
の
尾
張
藩
士
・
天
野
信
景
（
一
六
六
一
／

六
三
～
一
七
三
三
（
に
よ
る
宝
永
五
（
一
七
〇
八
（
年
『
尾
張
国
神
名
帳
集
説
』
や
、
近
世
後
期
の
国
学
者
・
伴
信
友
（
一
七
七
三
～�

一
八
四
六
（
が
著
し
た
文
化
十
（
一
八
一
三
（
年
成
稿
『
神
名
帳
考
證
（
神
名
帳
考
、
神
名
帳
考
證
土
代
と
も
（』
等
に
そ
の
影
響
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
、
延
経
の
式
内
社
考
証
は
、
そ
の
後
の
「
神
社
考
証
」
の
濫
觴
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
信
友
に
よ
る
神
社
考
証
に

つ
い
て
は
、
伊
豆
国
学
と
の
関
係
か
ら
後
述
す
る
。
な
お
、
乕
尾
俊
哉
氏
に
よ
れ
ば
、
中
世
以
降
、
近
世
・
近
代
に
か
け
て
著
わ
さ
れ

た
『
延
喜
式
』
巻
九
・
十
の
註
釈
や
考
証
は
、
実
に
一
一
二
点
以
上
に
及
ぶ
と
の
指
摘
が
あ
る（

11
（

。
こ
の
点
か
ら
も
、
神
社
研
究
の
主
た
る�

方
法
・
潮
流
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
寛
文
三
（
一
六
六
三
（
年
の
水
戸
藩
（
徳
川
光
圀
（
や
、
同
六
（
一
六
六
六
（
年
の
岡
山
藩
（
池
田
光
政
（・
会
津
藩�

（
保
科
正
之
（
に
よ
る
神
社
・
寺
院
改
革
や
整
理
政
策
で
は
、
由
緒
あ
る
神
社
仏
閣
が
調
査
・
保
護
さ
れ
、
不
行
跡
や
淫
祠
の
寺
社
の
整

理
（
統
合
・
破
却
（
事
業
の
断
行
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
殊
に
水
戸
藩
主
・
光
圀
が
神
社
復
興
の
た
め
に
神
社
や
神
道
の
研
究
を
併

せ
て
進
め
さ
せ
た
点
は
、
先
記
の
通
り
で
あ
る
。
寺
社
改
革
に
至
ら
ず
と
も
、
藩
命
に
よ
る
三
喜
の
壱
岐
調
査
の
様
に
、
幕
府
や
諸
藩
の

統
治
・
宗
教
政
策
の
一
環
で
、
領
内
の
神
社
仏
閣
を
把
握
し
、
尚
古
・
顕
彰
や
統
制
を
目
的
に
、
台
帳
と
し
て
社
記
の
類
が
整
え
ら
れ
た
。�
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あ
る
い
は
諏
訪
大
社
の
元
禄
十
年
『
諏
方
上
宮
社
例
記（

11
（

』
や
熱
田
神
宮
の
同
十
二
（
一
六
九
九
（
年
『
熱
田
宮
旧
記（

1（
（

』
等
の
様
に
、
各
神

社
の
書
上
（
上
申
す
る
文
書
の
こ
と
（
が
作
成
・
提
出
さ
れ
て
、
後
世
の
個
別
神
社
誌
の
先
駆
と
な
っ
て
い
く
。

　

一
方
で
近
世
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
は
、「
名
所
図
会
」
と
呼
ば
れ
る
、
各
地
の
名
所
を
対
象
と
し
た
「
図
会
（
挿
絵
を
収
め
た
解

説
・
図
解
（」
が
編
纂
・
刊
行
さ
れ
、
神
社
に
関
係
し
た
解
説
・
図
版
も
数
多
く
収
載
さ
れ
た
。
名
所
図
会
の
代
表
的
な
著
者
と
し
て
広
く

知
ら
れ
る
の
が
、
京
都
の
読
み
本
作
者
・
秋
里
籬
島
（
生
没
年
不
詳
（
で
あ
る
。
籬
島
は
現
地
取
材
や
文
献
等
の
考
察
を
以
て
、
安
永
九

（
一
七
八
〇
（
年
『
都
名
所
図
会
』
全
六
巻
十
一
冊
を
皮
切
り
に
、
以
降
近
世
後
期
に
か
け
て
、
畿
内
や
伊
勢
参
宮
、
東
海
道
、
木
曽
路�

（
東
山
道
：
中
山
道
（
に
至
る
ま
で
相
次
い
で
著
述
・
刊
行
す
る
。
の
ち
江
戸
や
尾
張
、
厳
島
や
金
毘
羅
参
詣
等
に
も
つ
な
が
る
名
所
図
会

流
行
の
基
盤
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
地
誌
・
名
所
図
会
の
著
述
・
刊
行
も
、
近
世
神
社
研
究
の
重
要
な
一
角
を
成
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
　
（
3
）
近
世
中
期
の
三
嶋
大
社
研
究
の
諸
相

　

で
は
翻
っ
て
、
本
書
で
対
象
と
す
る
三
嶋
大
社
を
め
ぐ
る
学
問
的
な
展
開
は
、
ど
う
い
っ
た
様
相
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
に
整
理

し
た
神
社
研
究
や
神
社
史
の
沿
革
・
潮
流
を
参
照
し
な
が
ら
、
時
代
を
追
っ
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
　

○
伊
勢
神
道
家
・
中
西
直
方
に
よ
る
『
三
島
大
社
記
』
の
著
述

　

江
戸
後
期
の
当
社
の
祭
儀
次
第
書
『
三
島
宮
御
神
事
式
』
や
、
明
治
四
年
に
当
時
の
韮
山
県
宛
に
提
出
し
た
取
調
書
上
の
控
で
あ
る�

『
三
島
大
社
取
調
記
』
を
除
け
ば
、
管
見
の
限
り
、
近
世
を
通
じ
て
三
嶋
大
社
の
社
記
・
社
誌
や
書
上
等
は
確
認
で
き
ず
、
流
布
さ
れ
た

縁
起
の
類
も
見
受
け
ら
な
い
た
め
、
社
内
で
の
由
緒
沿
革
に
係
る
認
識
は
窺
い
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、
神
社
に
関
わ
る
諸
学
が
発
展
し
た�

近
世
社
会
に
在
っ
て
、
当
社
で
も
社
記
に
係
る
学
問
的
な
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
例
が
、
次
の
『
三
島
大
社
記
』
の
成
立
で
あ
る（

11
（

。
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伊
豆
國
賀
茂
郡
三
嶋
神
社

　
　
　
　
　

神
二
座

　
　
　
　

傅
曰
、
聖
武
天
皇
天
平
癸

酉
年
、
三
嶋
明
神
出
現
、

　
　
　
　

光
仁
天
皇
寶
龜
十
己

未
年
、
三
嶋
明
神
、
自
二
與
州
一
遷
二
豆
州
一、
云

云
、

　
　

大
山
祇
神
一
座

　
　
　

釋
日
本
紀
曰
、
伊
豆
國
賀
茂
郡
三
嶋
神
社
者
、
大
山
祇
神
也
、

　
　
　

�

神
代
口
訣
曰
、
雷
神
、
山
城
國
乙
訓
郡
火
雷
神
社
、
同
賀
茂
別
雷
神
也
、
大
山
祇
神
、
伊
豫
國
越
智
郡
大
山
積
神
社
、
伊
豆
國
賀

茂
郡
三
嶋
神
社
、
云

云
、

　
　
　

�

神
代
巻
一
書
曰
、
伊
弉
諾
尊
、
斬
二
軻
遇
突
智
一
爲
、
其
一
段
是
爲
二
雷
神
一、一
段
是
爲
二
高
龗
一、
口
訣
曰
、
又
名
二
稜
威
雄
走
神
一
也
、

釋
日
本
紀
曰
、
高
龗
者
、
山
神
也
、

一
段
是
爲
二
大

山
祇
神
一、
云

云
、
度
會
直
方
私
曰
、
是
三
段
山
積
神
、
伊
豫
國
越
智
郡
鴨
大
山
積
神
社
、
攝
津
國
三
嶋
鴨
神
社
、
伊
豆
國
賀
茂
郡

三
嶋
神
社
者
、
奉
レ
齊
二―�

祀
於
三
國
一
三
嶋
也
、

　
　

三
嶋
溝
咋
姫
一
座

　
　
　

釋
日
本
紀
曰
、
神
名
帳
、
所
謂
攝
津
國
鴨
神
社
、
溝
咋
姫
神
、
云
云
、

　
　
　
　
※
三
嶋
溝
咋
姫
・
事
代
主
神
の
系
図
お
よ
び
大
山
祇
神
の
系
図
を
中
略
し
た
。
ま
た
次
の
文
中
の
（
中
略
（
も
本
稿
著
者
に
よ
る

　
　
　

�

凡
大
山
祇
神
者
、
一
名
異
躰
之
神
多
也
、
混
合
而
擾
勿
レ
解
焉
、
神
代
巻
一
書
曰
（
中
略
（、
古
事
記
曰
、
或
又
舊
事
記
曰
（
中
略
（、�

釋
日
本
紀
曰
、
坐
二
淡
海
之
比
叡
山
一、
又
坐
二
葛
野
郡
松
尾
一、
而
號
二
鳴
鏑
之
神
一
是
也
、
又
速
秋
津
彥
神
之
子
大
山
津
見
神
、�

是
神
者
、
内
宮
攝
社
朝
熊
神
社
六
坐
之
内
一
神
也
、
如
レ
此
大
山
祇
神
者
、
同
名
異
躰
、
神
理
微
妙
之
神
、
而
本
朝
八
賀
茂
神
、

又
三
國
三
嶋
大
山
祇
神
也
、
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高
倉
散
人
復
圭
齊
正
六
位
上
丹
波
掾
度
會
神
主
直
方
謹
考

　
　
　
　

元
祿
拾
丑
暦
閏
二
月
十
一
日

　
　
　
（
○
中
略
（

　
　
　

三
嶋
大
明
神
神
主

　
　
　
　
　

松
平
式
部
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

與
授
之

　

本
書
は
実
務
記
録
の
集
成
で
は
な
く
、
当
社
の
祭
神
考
証
を
専
ら
と
し
た
神
社
史
に
関
わ
る
論
説
で
あ
る
。
奥
書
よ
り
江
戸
中
期
の
元

禄
十
年
閏
二
月
、「
高
倉
散
人
復
圭
齊
正
六
位
上
丹
波
掾
度
會
神
主
」
を
称
し
た
中
西
直
方
（
一
六
三
四
～
一
七
〇
九
（
の
謹
考
に
よ
る

叙
述
を
、
三
嶋
大
明
神
神
主
「
松
平
式
部
大
夫
」
こ
と
矢
田
部
盛
富
に
授
与
し
た
も
の
と
判
る
。

　

直
方
は
外
宮
神
職
で
、
先
記
の
出
口
延
佳
に
師
事
し
、
多
く
の
著
作
を
残
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。『
三
島
大
社
記
』
の
授
与
か
ら
二
年

後
の
同
十
二
年
三
月
に
は
『
三
島
大
社
祭
禮
式
』
を
著
し
、
同
じ
く
盛
富
に
授
与
し
て
い
る
。
位
署
か
ら
、
直
方
は
大
内
人
を
称
し
て
い

た
と
知
れ
る
。
た
だ
し
、
同
時
期
の
直
方
は
内
外
両
宮
の
祓
銘
論
（
師
壇
争
議
（
に
お
け
る
証
拠
偽
証
の
責
を
問
わ
れ
て
神
領
を
追
放
さ

れ
、
放
浪
を
経
て
、
元
禄
四
年
以
降
は
没
す
る
ま
で
田
丸
領
佐
田
村
（
三
重
県
度
会
郡
玉
城
町
佐
田
（
に
仮
居
し
た
と
い
う（

11
（

。
仮
居
中
の

直
方
と
盛
富
と
の
交
流
関
係
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
近
世
中
期
の
三
嶋
社
神
主
の
動
き
と
し
て
、
他
社
で
の
社
記
編
纂
と
時
期
を
同
じ
く

し
て
、
伊
勢
神
道
の
系
統
に
属
す
る
外
宮
神
職
を
頼
ん
で
、
祭
神
や
祭
祀
・
神
事
に
関
す
る
考
証
を
企
図
し
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

　

本
書
の
構
成
に
目
を
向
け
る
と
、
冒
頭
で
祭
神
の
由
緒
・
概
略
を
記
す
。「
神
二
座
」
と
の
形
で
当
社
の
由
来
譚
と
し
て
、
三
嶋
明
神

の
出
現
を
聖
武
朝
の
天
平
五
（
七
三
三
（
年
と
し
、
ま
た
光
仁
天
皇
の
宝
亀
十
（
七
七
九
（
年
に
伊
予
国
よ
り
伊
豆
国
へ
と
遷
座
し
た
と�

記
す
。
こ
こ
で
の
「
傳
」
が
何
を
指
す
の
か
判
じ
得
な
い
が
、
先
述
の
『
和
漢
合
運
』
と
内
容
は
一
致
し
て
お
り
、
同
書
か
そ
れ
に
類
す
る�



57 神社史再考

年
代
記
を
参
照
し
た
と
も
推
察
さ
れ
る
。
次
い
で
「
神
二
座
」
に
つ
い
て
、
大
山
祇
神
お
よ
び
三
嶋
溝
咋
姫
に
関
わ
る
考
察
と
神
系
図
を

示
し
、
最
後
に
改
め
て
大
山
祇
神
に
言
及
し
て
論
を
結
ん
だ
。

　

ま
ず
一
座
目
の
大
山
祇
神
で
あ
る
が
、
日
本
紀
の
註
釈
書
の
関
連
条
文
を
以
て
、

　
　

・
伊
豆
国
賀
茂
郡
三
嶋
神
社
（
の
祭
神
（
は
大
山
祇
神
で
あ
る
（『
釈
紀
』（

　
　

・�

雷
神
に
は
山
城
国
乙
訓
郡
の
火
雷
神
社
と
同
賀
茂
別
雷
神
が
あ
り
、
ま
た
大
山
祇
神
に
は
伊
予
国
越
智
郡
大
山
積
神
社
と
伊
豆
国

賀
茂
郡
三
嶋
神
社
が
あ
る
（『
神
代
口
訣
』（

と
示
す
。
そ
の
上
で
、
神
代
巻
の
一
書
に
み
た
、
軻
遇
突
智
斬
殺
と
雷
神
・
龗
神
・
大
山
祇
神
の
化
成
し
た
記
事
に
注
目
し
、『
釈
紀
』

の
高
龗
を
山
神
と
す
る
記
事
か
ら
、「
度
會
直
方
私
曰
」
と
し
て
大
山
祇
神
に
つ
い
て
は
、
伊
予
国
越
智
郡
鴨0

大
山
積
神
社
と
摂
津
国
三

嶋
鴨
神
社
、
伊
豆
国
賀
茂
郡
三
嶋
神
社
と
い
う
、
三
か
国
で
奉
祀
す
る
三
嶋
（
の
神
（
で
あ
る
、
と
の
自
身
の
見
解
を
述
べ
た
。

　

さ
ら
に
、
も
う
一
座
の
神
と
し
て
摂
津
国
鴨
神
社
の
「
三
嶋
溝
咋
姫
神
」
を
提
示
し
、『
釈
紀
』
所
引
の
神
名
帳
を
典
拠
に
挙
げ
る
。�

神
名
帳
・
摂
津
国
嶋
下
郡
条
に
は
三
嶋
鴨
神
社
と
溝
咋
神
社
が
登
載
さ
れ
、『
釈
紀
』
で
も
両
社
に
関
連
性
を
見
出
し
て
い
た
が
、
直
方
は�

さ
ら
に
論
を
進
め
、
当
社
と
鴨
神
社
、
溝
咋
姫
と
の
間
に
結
び
付
き
が
あ
る
と
推
論
し
た
。
た
だ
し
、
近
世
三
嶋
大
社
に
関
わ
る
資
料
の

内
、
溝
咋
姫
の
奉
斎
を
示
す
記
述
は
他
に
確
認
で
き
ず
、
直
方
の
考
証
に
限
っ
た
、
実
態
に
則
す
も
の
で
は
な
い
表
記
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

前
述
の
通
り
、
溝
咋
姫
神
の
夫
神
は
八
尋
熊
鰐
と
化
し
た
事
代
主
神
で
あ
り
、
羅
山
も
通
婚
説
話
を
端
的
に
紹
介
こ
そ
し
た
が
、
直
方

は
私
説
と
し
て
、溝
咋
姫
神
を
軸
に
、【
三
嶋
神
】
と
【
賀
茂
】、【
摂
津
国
鴨
神
社
】
お
よ
び
【
事
代
主
神
】
と
の
間
に
、一
層
の
つ
な
が
り
・

連
関
を
見
出
し
た
。
こ
の
点
と
関
係
し
て
か
、
予
州
の
大
山
祇
神
社
に
つ
い
て
も
他
資
料
に
み
え
な
い
「
越
智
郡
鴨0

大
山
積
神
社
」
と
表

記
し
、「
鴨
」
の
字
を
敢
え
て
社
名
に
冠
し
た
点
に
、
そ
う
し
た
態
度
・
志
向
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。

　

な
お
、
羅
山
が
「
此ノ

三
所ハ

。
共ニ

一
神
也
」
や
「
此ノ

三
社ハ

、
皆ナ

大
山
祇ノ

神　
ナ
リ

也
」
と
記
し
て
、
三
所
の
三
嶋
社
：
大
山
祇
神
と
し
て
の�
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共
通
性
・
一
様
さ
を
説
い
た
の
と
同
じ
く
、
直
方
も
社
記
の
最
後
で
、
大
山
祇
神
は
「
一
名
異
躰
之
神
多
也
（
同
一
の
名
で
個
体
の
異
な

る
神
が
多
い
（」
と
述
べ
、「
神
代
巻
」
以
下
古
典
籍
中
の
諸
々
の
山
祇
（
山
津
見
（
の
事
例
（
一
部
に
大
山
咋
神
の
事
蹟
を
含
む
（
を

列
挙
し
、
大
山
祇
神
と
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
名
を
同
じ
く
す
る
別
の
神
、
即
ち
「
神
理
微
妙
之
神
（
は
た
ら
き
の
複
雑
な
神
の
意
か
（」
で�

あ
り
、
本
朝
の
「
八
賀
茂
」
ま
た
「
三
國
三
嶋
」
は
「
大
山
祇
神
」
で
あ
る
、
と
の
形
で
論
を
結
ぶ
。

　

以
上
が
、
中
西
直
方
に
よ
る
社
記
の
概
要
で
あ
る
。
羅
山
の
神
社
理
解
と
直
方
の
論
考
を
比
較
す
る
と
、
両
者
は
三
嶋
神
が
大
山
祇
神

で
あ
る
と
の
通
念
の
下
、
古
典
研
究
を
基
盤
と
し
た
考
察
・
叙
述
と
い
う
点
で
軌
を
一
に
す
る
。
さ
ら
に
、
社
記
の
主
筋
も
概
ね
『
神
社

考
詳
節
』
で
提
示
さ
れ
た
認
識
と
同
様
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
羅
山
は
飽
く
ま
で
「
三
嶋
」「
大
山
祇
神
」
と
い
う
語
句
を
手
掛
か
り
に
、

伊
豆
・
伊
予
・
摂
津
三
国
の
三
嶋
社
を
考
え
る
中
で
、
摂
津
と
三
島
と
の
関
係
か
ら
事
代
主
神
の
通
婚
説
話
を
紹
介
し
た
の
に
対
し
、
直

方
は
大
山
祇
神
と
並
び
、
事
代
主
神
を
夫
神
と
す
る
三
嶋
溝
咋
姫
を
三
嶋
大
社
の
祭
神
の
一
座
と
し
て
提
示
す
る
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

斯
様
な
直
方
の
考
説
を
整
理
す
れ
ば
、
従
前
の
諸
家
の
理
解
・
見
識
と
は
概
ね
趣
を
同
じ
く
す
る
が
、
神
代
巻
に
み
た
祭
神
考
証
を
主

と
す
る
あ
ま
り
、
神
社
の
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
祭
神
を
提
示
し
、
さ
ら
に
後
世
、
本
書
を
萩
原
正
夫
が
事
代
主
神
説
の
論
拠
の
一
つ
に
引

き
、
同
説
の
布
石
と
も
さ
れ
た
点
で（

11
（

、『
三
島
大
社
記
』
は
三
嶋
大
社
研
究
の
転
機
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

　
　

○『
伊
豆
志
』
の
成
立

　

京
都
や
山
州
に
係
る
地
誌
編
纂
か
ら
若
干
遅
れ
る
が
、
享
保
十
二
（
一
七
二
七
（
年
、
伊
豆
国
の
地
誌
と
し
て
記
さ
れ
た
の
が
、
伊
東

祐
綱
著
『
伊
豆
志
』
で
あ
る（

11
（

。
祐
綱
は
跋
記
よ
り
、「
入
道
道
順
」
を
称
し
た
田
方
郡
の
住
人
と
知
れ
る
が
、
子
細
は
未
詳
。

　

先
ず
序
文
相
当
の
巻
之
一
で
は
、
神
祇
を
含
め
た
当
国
の
沿
革
や
武
士
な
ど
の
人
物
紹
介
、
農
業
・
漁
業
等
の
物
産
を
詳
述
し
、
さ
ら
に

吉
田
斎
場
所
の
参
拝
体
験
を
基
に
「
伊
豆
は
漸
三
郡
の
小
國
と
い
へ
ど
も
九
十
二
神
と
吉
田
の
廻
廊
に
記
す
る
こ
と
明
白
な
り
仍
て
當
國�
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は
神
守
神
國
如
是
國
は
天
地
ひ
ら
け
て
よ
り
以
來
最
仔
細
あ
る
國
な
り
」
と
表
現
し
て
い
る
。
神
祇
道
に
関
わ
る
教
養
に
も
明
る
か
っ
た

人
物
像
が
看
取
さ
れ
る
。
続
く
巻
之
二
で
は
、「
三
島
」
以
下
「
三
島
暦
」
や
「
三
島
大
明
神
々
記　
和
論
語
」、「
拜
三
島
大
明
神　
東
海
紀
行
」

な
ど
の
関
連
項
目
を
叙
述
し
た
。
本
稿
に
関
わ
り
の
深
い
「
三
島
大
明
神
」
項
で
は
次
の
様
に
記
す（

11
（

。（
マ
マ
（
は
筆
者
に
よ
る
。

　
　

�

○
改
暦
雜
事
記
云
崇
峻
天
皇
の
御
宇
庚
戌
年
伊
豆

（
マ
マ
（國

越
智
郡
三
島
大
明
神
出
現
す
人
皇
四
十
九
代
寛

（
マ
マ
（仁

天
皇
寶
龜
十
巳
未
自
伊
與

（
マ
マ
（此

處
へ
鎭
座
四
乃
大
山
祗（
マ
マ
（尊

也
。

　

先
行
す
る
白
井
宋
因
や
坂
内
直
頼
と
同
じ
く
、『
改
暦
雑
事
記
』
所
載
、
崇
峻
天
皇
二
年
の
伊
豆
（
予
の
誤
記
か
（
国
越
智
郡
に
お
け

る
三
嶋
大
明
神
の
出
現
記
事
を
引
く
。
続
け
て
、
光
仁
天
皇
の
宝
亀
十
（
七
七
九
（
年
、
伊
予
国
よ
り
当
所
（
三
島
（
へ
と
大
山
祇
命
が

鎮
座
し
た
と
の
説
を
紹
介
し
た
。
前
条
に
続
く
表
記
の
た
め
、『
改
暦
雑
事
記
』
か
ら
の
引
用
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
文
脈
を
宗
因
や

直
頼
は
引
い
て
お
ら
ず
、
別
系
統
の
写
本
に
拠
っ
た
も
の
か
。
前
掲
の
『
和
漢
合
運
』
に
は
同
様
の
記
事
が
み
え
、
あ
る
い
は
典
拠
に
混

同
が
生
じ
た
可
能
性
も
想
起
さ
せ
る
。
伊
豆
国
内
で
編
述
さ
れ
た
地
誌
に
み
た
三
嶋
大
社
研
究
と
し
て
は
、
近
世
中
期
に
遡
る
初
例
で
あ

る
が
、
本
書
は
昭
和
十
年
ま
で
刊
行
に
至
ら
ず
、
ま
た
祐
綱
の
学
術
的
な
交
流
関
係
も
不
詳
で
、
後
世
に
い
う
「
伊
豆
志
」
は
凡
そ
後
掲

の
『
豆
州
志
稿
』
を
指
し
て
い
る
た
め
、
研
究
成
果
の
影
響
は
限
定
的
と
想
定
さ
れ
る
。

　
　
（
4
）
近
世
後
期
に
か
け
て
の
三
嶋
大
社
研
究
の
発
展

　

三
嶋
大
社
の
沿
革
に
関
す
る
考
究
は
前
述
の
通
り
、
成
果
の
普
及
こ
そ
限
定
的
で
は
あ
る
が
、
近
世
中
期
に
社
記
・
地
誌
の
分
野
で
学

術
的
な
試
み
が
認
め
ら
れ
る
。
以
降
、
同
時
代
の
神
社
研
究
の
事
例
に
漏
れ
ず
、
三
嶋
大
社
の
考
究
も
近
世
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、

一
層
の
発
展
を
み
せ
た
。
そ
の
学
問
分
野
・
系
譜
は
、
大
別
し
て
二
流
あ
っ
た
。
一
流
は
、
近
世
中
期
の
儒
学
者
で
、
地
理
学
者
で
も

あ
っ
た
並
河
五
一
（
一
六
六
八
～
一
七
三
八
年
（
の
学
流
に
よ
る
も
の
で
、
ま
た
一
方
は
、
本
居
宣
長
の
門
人
で
あ
り
伊
豆
国
学
の
祖
と�
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称
え
ら
れ
る
竹
村
茂
雄
（
一
七
六
九
～
一
八
四
五
（
の
流
れ
を
汲
む
学
統
の
考
証
で
あ
る
。
両
流
の
特
徴
と
成
果
を
整
理
し
た
い
。

　
　

○
近
世
後
期
の
地
誌
編
纂
と
三
嶋
大
社
研
究

　

ま
ず
、
並
河
五
一
の
学
流
で
あ
る
が
、
誠
所
の
号
で
も
知
ら
れ
る
五
一
は
伊
藤
仁
斎
に
師
事
し
、
掛
川
藩
や
川
越
藩
の
藩
儒
を
勤
め
た�

儒
学
者
で
あ
る
。
一
方
で
吉
川
惟
足
に
入
門
し
て
神
道
を
学
び
、宝
永
四
（
一
七
〇
七
（
年
八
月
に
は
「
幷（

並
（河

永
」
の
名
で
中
臣
祓
の
註
釈

書
『
中
臣
祓
傍
観
』
を
著
し
、
正
徳
六
（
一
七
一
六
（
年
に
刊
行
を
み
た
。
そ
の
後
、
矢
田
部
盛
富
（
号
休
翁
（
の
招
き
に
応
じ
、
三
島

宿
の
北
に
漢
学
私
塾
・
仰
止
館
を
開
い
た
の
が
享
保
十
一
（
一
七
二
六
（
年
五
月
、
以
降
、
地
誌
学
者
と
し
て
畿
内
地
誌
（
後
の
『
五
畿�

内
志
』（
の
編
纂
事
業
に
従
事
す
る
傍
ら
、
仰
止
館
で
門
人
教
育
に
努
め
て
同
地
で
没
し
た
と
い
う（

11
（

。
五
一
を
三
島
に
誘
っ
た
休
翁
は
、�

前
述
し
た
、
中
西
直
方
か
ら
社
記
や
祭
礼
式
を
授
与
さ
れ
た
神
主
・
盛
富
で
あ
る
。
同
人
に
よ
っ
て
、
三
嶋
大
社
と
周
縁
の
学
問
環
境
が

近
世
中
期
以
降
に
大
き
く
整
え
ら
れ
、
近
世
三
嶋
大
社
研
究
の
進
展
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

こ
の
五
一
の
仰
止
館
で
学
ん
だ
門
人
に
、
近
世
中
後
期
の
伊
豆
を
代
表
す
る
学
識
者
の
秋
山
章
（
一
七
二
三
～
一
八
〇
八
（
が
い
る
。

富
南
の
号
で
知
ら
れ
る
章
は
、
三
島
宿
の
南
・
安
久
村
（
現
、
三
島
市
安
久
（
の
出
身
で（

11
（

、
五
一
の
影
響
も
あ
り
、
寛
政
二
（
一
七
九
〇
（

年
に
『
伊
豆
勝
覧
』
を
著
す（

11
（

。
同
書
は
、
伊
豆
国
内
の
名
勝
地
に
関
わ
る
和
歌
を
示
し
、
関
係
資
料
を
明
示
し
て
考
察
し
た
も
の
で
、
富
南�

の
学
問
的
な
手
法
が
窺
え
る
。
四
年
後
の
同
六
（
一
七
九
四
（
年
、
幕
府
か
ら
地
誌
編
纂
の
許
可
を
得
て
、
い
よ
い
よ
伊
豆
国
内
を
巡
り
、

文
献
考
証
と
現
地
調
査
の
成
果
を
併
せ
て
編
述
し
た
の
が
、
寛
政
十
二
（
一
八
〇
〇
（
年
『
豆
州
志
稿
』
で
あ
る
。

　

同
書
は
全
十
三
巻
よ
り
成
り
、
豆
州
の
地
理
・
地
形
や
里
程
・
分
界
、
村
落
、
物
産
、
社
寺
や
墳
墓
、
人
物
伝
ほ
か
に
関
わ
る
地
誌
で

あ
る
。
巻
之
八
上
下
・
巻
之
九
上
下
は
「
神
祠
部
」
と
題
し
て
神
社
を
対
象
に
、
先
ず
式
内
社
に
係
る
考
察
を
示
し
、
次
い
で
君
澤
郡
の�

「
三
島
神
社
」
以
下
、個
別
の
神
祠
（
神
社
（
の
概
略
を
列
記
し
た
。
続
く
巻
之
十
・
十
一
「
佛
刹
部
」
に
寺
院
を
収
め
た
。
本
書
は
近
世�
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後
期
に
大
成
さ
れ
た
伊
豆
国
の
総
合
的
な
地
誌
で
あ
り
、
同
時
期
の
神
社
を
対
象
と
し
た
学
問
の
潮
流
・
傾
向
も
窺
え
る
。
完
成
後
、
江

戸
幕
府
に
献
上
さ
れ
た
一
方
で
、
近
世
に
は
刊
行
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、「
伊
豆
志
」
等
の
表
題
で
写
本
に
よ
っ
て
流
布
さ
れ
た
。

　

三
嶋
大
社
に
つ
い
て
は
「
三
嶋
神
社
」
の
項
目
で（

11
（

、

　
　

�

○
雍
州
府
志
ニ
曰
天
平
五
年
伊
豆
國
賀
茂
郡
三
島
大
明
神
現
出
ス
爾
後
攝
津
國
島
下
郡
伊
豫
國
越
智
郡
ニ
勧
二
請　

ス
ト

之ヲ
一
改
暦
雜
事
記
ニ
曰

崇
峻
天
皇
庚
戌
ノ
年
伊
豫
國
三
島
大
明
神
出
現
、
光
仁
天
皇
寶
龜
十
年
自
リ二
豫
州
一
遷　

ス
ト

二
座
豆
州
ニ一　

神
社
考
ニ
曰
世
爾
傳
フ
天
平
五
年

三
島
明
神
出
現　
ス
ト

真
本
曽
我
物
語
ニ
曰
朱
鳥
元
年
始
テ
顯　

ル
ト

二
伊
豆
國
鎭
守
ト一
又
一
ノ
宮
舊
記
ヲ
考
ル
ニ
孝
安
天
皇
二
十
一
年
遷
座
ト
皆

定
説
ナ
シ

と
し
て
、
創
建
を
め
ぐ
る
近
世
以
降
の
神
社
研
究
書
や
年
代
記
、
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
や
「
一
宮
旧
記
」
の
説
を
提
示
し
、「
皆
定
説�

ナ
シ
」
と
評
し
た
。
次
に
祭
神
に
つ
い
て
は
『
纂
疏
』
を
わ
ざ
わ
ざ
引
き
、
三
嶋
明
神
は
大
山
祇
命
で
あ
る
と
示
し
た
上
で
、
配
祀
の
神

に
触
れ
、
伊
古
奈
比
賣マ
マ

の
他
は
名
義
不
詳
で
あ
る
が
、「
近
世
五
山
祇
ト
ス
ル
ハ
蓋
誤
謬
也
」
と
著
し
た
。
続
け
て
国
史
収
載
の
神
階
等

の
記
事
や
、
社
殿
・
諸
堂
ほ
か
境
内
建
築
物
・
施
設
を
列
記
し
、
神
服
・
古
佩
刀
や
古
写
本
・
古
器
物
と
い
っ
た
神
宝
類
、
神
主
家
の
古

文
書
群
の
記
述
が
続
く
。
さ
ら
に
神
主
矢
田
部
氏
以
下
、
祭
主
や
在
庁
奉
幣
使
な
ど
の
神
社
内
組
織
に
言
及
し
た
。
そ
し
て
、
紀
行
文
や

軍
記
物
と
い
っ
た
書
物
よ
り
窺
え
る
当
社
の
歴
史
や
伝
承
を
取
り
上
げ
、
最
後
に
十
三
の
境
内
社
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
豆
州
志
稿
の
編
纂
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
寛
政
九
年
に
は
、
秋
里
籬
島
著
『
東
海
道
名
所
図
会
』
六
巻
六
冊
も
刊
行
を�

み
た
。
同
書
は
京
都
か
ら
江
戸
に
至
る
ま
で
の
東
海
道
の
街
道
沿
い
を
中
心
に
、
社
寺
な
ど
の
名
所
旧
跡
や
景
勝
地
等
の
、
歴
史
や
由

来
・
伝
承
、
風
俗
・
産
業
、
交
通
等
を
解
説
し
、
関
連
の
図
版
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
駿
河
国
か
ら
伊
豆
国
を
経
て
相
模
国
に
至

る
区
間
を
収
め
た
同
書
巻
之
五
に
は
、伊
豆
の
三
嶋
（
駅
（
の
「
伊
豆
三
嶋
神
社
」
の
解
説
が
所
載
さ
れ
る
。
冒
頭
で
「
祭
神
大
山
祗マ
マ

命
」

が
明
示
さ
れ
、
註
釈
と
し
て
「
神
秘
社
説
云
」
や
「
和
漢
合
運
云
」
の
形
で
天
平
五
年
鎮
座
説
が
紹
介
さ
れ
た
。
続
け
て
、
末
社
以
下
の�
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境
内
施
設
や
祭
祀
、
由
緒
等
の
概
要
が
記
さ
れ
、
境
内
の
俯
瞰
図
や
「
正
月
六
日
三
嶋
祭
」
図
を
載
せ
て
い
る
。

　

以
上
の
様
に
、
寛
政
年
間
に
は
伊
豆
国
内
外
で
地
誌
の
分
野
か
ら
三
嶋
大
社
の
沿
革
や
概
要
の
整
理
が
図
ら
れ
、
現
在
も
伊
豆
研
究
の

基
礎
資
料
に
位
置
付
け
ら
れ
る
、『
東
海
道
名
所
図
会
』
お
よ
び
『
豆
州
志
稿
（
伊
豆
志
（』
が
成
立
を
み
た
。
近
世
三
嶋
大
社
研
究
は
、

現
地
調
査
と
文
献
考
証
を
手
法
と
し
た
全
国
的
な
地
誌
編
纂
と
軌
を
一
に
す
る
形
で
、
大
き
く
進
展
し
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。

　
　

○
伊
豆
国
学
に
お
け
る
神
社
の
考
究

　

地
誌
に
根
差
し
た
神
社
の
調
査
・
考
察
に
対
し
、
国
学
者
と
し
て
伊
豆
国
内
の
式
内
社
考
証
を
進
め
た
の
が
、
同
地
の
国
学
者
・
竹
村

茂
雄
で
あ
っ
た
。
茂
雄
は
本
居
宣
長
の
門
人
で
、
宣
長
の
著
作
『
直
毘
霊
』
の
刊
行
に
功
が
あ
り
、
そ
の
解
説
書
『
道
守
之
標
』
を
文
政

十
二
（
一
八
二
九
（
年
に
叙
述
す
る
な
ど
、
伊
豆
国
に
お
け
る
国
学
運
動
（
い
わ
ゆ
る
伊
豆
国
学
（
の
開
祖
に
位
置
付
け
ら
れ
る（

1（
（

。
茂
雄

に
よ
る
神
社
研
究
書
と
し
て
、『
駿
府
内
外
寺
社
記
抄
』
と
『
伊
豆
国
式
社
考
』
の
二
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

　
『
駿
府
内
外
寺
社
記
抄
』
は
書
名
の
如
く
、
駿
府
を
軸
に
駿
河
国
内
外
の
十
三
の
寺
社
の
概
況
を
記
す
。
本
書
で
の
「
寺
」
は
古
寺
名

刹
の
類
で
は
な
く
、
寺
院
や
修
験
寺
院
持
ち
の
明
神
社
や
宮
、
権
現
社
を
指
す
。
国
外
の
寺
社
と
し
て
、
豆
州
の
三
嶋
社
と
相
州
の
箱
根

権
現
社
を
収
め
る
。
三
嶋
社
に
つ
い
て
茂
雄
は
、
祭
神
名
「
三
島
大
明
神
」
や
朱
印
高
、
各
社
殿
、
神
主
・
矢
田
部
長
門
以
下
社
家
数
等

の
概
況
を
示
し
た
。「
初
穗
銀
子
一
包
持
參
」
の
表
現
か
ら
、
本
記
述
は
社
参
に
併
せ
た
現
地
調
査
を
経
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
方
で
、
文
献
考
証
に
基
づ
く
神
社
研
究
書
に
『
伊
豆
国
式
社
考
』
が
あ
る
。
茂
雄
は
同
書
で
、
伊
豆
国
内
九
十
二
座
の
式
内
社
を
対

象
に
、「
志
」（『
豆
州
志0

稿
』
か（

11
（

（
や
『
伊
豆
国
神
階
帳
』、
棟
札
な
ど
を
引
用
し
て
若
干
の
註
釈
を
試
み
た（

11
（

。
地
誌
の
一
環
で
な
く
、
伊

豆
国
内
の
式
内
社
を
専
ら
と
し
た
論
説
で
は
端
緒
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
列
記
し
た
神
名
（
神
社
（
の
総
て
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
筆

頭
の
「
伊
豆
三
島
神
社
名
神
大
月

次
新
嘗

」
に
も
註
記
・
解
説
は
な
い
。
ま
た
、
仏
説
排
除
を
志
向
し
た
か
、
伊
豆
地
域
で
普
及
し
た
三
嶋
大
明
神
に



63 神社史再考

よ
る
島
々
の
創
世
神
話
と
も
い
う
べ
き
『
三
嶋
大
明
神
縁
起
（『
三
宅
記
』『
嶋
々
御
縁
起
』
と
も
（』
を
参
照
せ
ず
に
考
証
し
、
現
在
は

島
嶼
部
に
求
め
る
賀
茂
郡
内
の
神
名（

11
（

を
半
島
部
の
神
社
に
比
定
し
た
点
も
、
同
人
の
神
社
研
究
の
特
徴
と
い
え
る
。
こ
の
茂
雄
の
孫
・
茂

枝
（
一
八
一
〇
～
六
四
（
に
師
事
し
た
の
が
件
の
萩
原
正
平
で
あ
り
、
の
ち
明
治
十
五
年
『
伊
豆
国
式
社
考
略
』
を
著
す
こ
と
に
な
る
。

ま
た
茂
雄
の
式
内
社
研
究
は
、
茂
枝
の
子
で
幕
末
か
ら
明
治
期
の
国
学
者
・
茂
正
（
一
八
三
六
～
九
七
（
が
発
展
さ
せ
、『
豆
州
式
社
考
案
』

を
記
し
た
が（

11
（

、
対
象
が
田
方
郡
内
の
式
内
社
に
留
ま
り
、
賀
茂
郡
三
嶋
神
社
た
る
近
世
三
嶋
大
社
へ
の
言
及
は
み
ら
れ
な
い
。

　

な
お
、
茂
雄
と
同
世
代
で
本
居
宣
長
没
後
の
門
人
で
あ
る
伴
信
友
は
、
篤
胤
の
『
古
史
伝
』
著
述
に
僅
か
に
先
行
し
て
、
文
化
十
年
に�

『
神
名
帳
考
證
土
代
』
全
六
十
九
巻
を
成
稿
さ
せ
た
。
そ
の
う
ち
三
巻
上
に
は
伊
豆
三
島
神
社
の
解
説
も
記
す（

11
（

。
先
ず
国
史
に
み
た
事
蹟

や
神
階
を
列
記
し
、
続
け
て
『
扶
桑
見
聞
私
記
』（
伝
大
江
広
元
著
（
よ
り
三
嶋
社
と
源
頼
朝
・
北
条
氏
等
に
関
わ
る
記
事
を
引
く
。
さ

ら
に
、『
和
名
抄
（
和
名
類
聚
抄
（』
の
「
三
島
」
ほ
か
、「
志
云
」（
豆
州
志
稿
（
と
し
て
祭
神
の
由
緒
来
歴
を
示
す
。
ま
た
「
信
友
云
」

の
形
で
鎮
座
地
た
る
「
賀
茂
郡
」
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ
、
さ
ら
に
「
考
」（
本
朝
神
社
考
（
よ
り
関
係
説
話
を
引
い
て
紹
介
し
た
。

　

こ
の
う
ち
『
扶
桑
見
聞
私
記
』
巻
六
三
か
ら
、
三
嶋
社
神
事
参
会
に
よ
る
時
政
の
伊
豆
国
下
向
記
事
を
引
用
し
、
続
く
「
此
神
ノ
事
、

神
書
ニ
奉
レ
號
二
久
伊
豆
明
神
、
一
名
溝
喰
姫
一
ト
云
云
、
女
體
ノ
神
ト
云
ヘ
リ
」
と
の
文
脈
も
載
せ
る
が
、
別
段
の
言
及
は
み
ら
れ
な
い
。

　

右
記
の
様
な
、『
神
名
帳
考
』
の
伊
豆
三
嶋
神
社
の
考
説
に
み
た
信
友
の
神
社
研
究
は
、「
延
喜
式
神
名
帳
」
の
註
釈
を
柱
と
し
、
解
釈

と
し
て
は
国
史
ほ
か
歴
史
書
か
ら
関
連
条
文
を
引
用
し
、
近
世
神
社
研
究
の
標
に
当
た
る
『
本
朝
神
社
考
』
や
、
完
成
か
ら
十
年
余
り
の

地
誌
『
豆
州
志
稿
』
を
参
照
す
る
な
ど
、
近
世
以
降
に
発
展
し
た
研
究
分
野
・
手
法
の
成
果
も
組
み
込
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

信
友
に
つ
い
て
は
宮
地
氏
も
「
神
社
概
説
」
の
内
で
、「
神
社
私
考
を
初
め
多
く
の
神
祇
に
関
す
る
労
作
を
残
し
、
そ
の
引
証
の
該
博
に

し
て
精
緻
な
る
こ
と
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
研
究
方
法
は
、
今
尚
ほ
採
つ
て
以
つ
て
範
と
す
べ
き
点
の
多
々
あ
る

こ
と
を
否
む
訳
に
は
行
か
な
い
」
と
評
し
て
お
り（

11
（

、
信
友
の
考
証
は
、
ま
さ
し
く
近
世
的
神
社
研
究
の
集
大
成
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
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四
、
む
す
び
に

　

本
稿
は
、
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
伊
豆
の
三
嶋
大
社
を
め
ぐ
る
学
問
的
な
営
み
、
中
で
も
祭
神
理
解
を
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、

様
相
の
講
究
を
試
み
た
。
さ
ら
に
は
、
同
社
に
関
わ
る
学
術
的
な
行
為
の
把
握
を
通
じ
て
、
神
社
研
究
・
神
社
史
の
展
開
に
係
る
手
法
や

傾
向
、
特
徴
な
ど
の
検
証
を
改
め
て
企
図
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
紙
幅
に
限
り
も
あ
り
、
加
え
て
三
嶋
大
社
を
取
り
扱
う
事
例
を
対
象
と

し
た
た
め
、
触
れ
得
な
か
っ
た
研
究
事
蹟
は
多
々
あ
る
が
、
神
社
に
係
る
学
問
的
展
開
の
一
流
は
示
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま

で
の
考
察
内
容
を
簡
潔
に
整
理
・
叙
述
し
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
三
嶋
大
社
に
係
る
考
察
に
つ
い
て
は
、
中
世
の
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
解
釈
中
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、
神
話

の
神
理
解
の
た
め
に
、
当
該
の
神
を
祀
る
神
社
の
同
定
お
よ
び
、
そ
の
神
に
関
わ
る
説
話
や
言
説
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
神
話
理

解
が
主
題
で
あ
り
、
神
祇
の
述
義
・
解
釈
の
た
め
、
神
社
の
祭
神
と
い
う
祭
祀
の
実
践
を
参
照
と
し
た
形
で
あ
る
。
そ
の
後
、
二
十
二
社

や
延
喜
式
内
社
、
諸
国
一
宮
と
い
っ
た
霊
験
あ
ら
た
か
で
高
名
な
神
社
の
考
察
も
試
み
ら
れ
る
様
に
な
る
が
、
そ
の
実
態
は
飽
く
ま
で
祭

神
理
解
を
軸
と
し
た
も
の
で
、
神
代
巻
中
の
神
祇
の
註
釈
と
方
向
性
を
大
き
く
違
え
る
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
も
い
え
る
。

　

伊
豆
の
三
嶋
神
・
三
嶋
大
社
の
場
合
、
祭
神
と
理
解
・
認
識
さ
れ
て
い
た
大
山
祇
神
の
解
説
の
内
で
、
当
該
の
神
の
奉
斎
社
の
一
社
に

当
社
が
同
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
考
察
が
始
ま
り
、
そ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
祭
神
：
大
山
祇
神
の
検
証
を
通
じ
て
、
伊
予
や
摂
津
の
三
嶋

社
と
の
連
関
や
祭
神
の
同
一
視
、
火
神
斬
殺
神
話
に
基
づ
く
賀
茂
神
と
の
同
体
説
な
ど
が
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、

神
話
の
神
理
解
の
限
り
に
在
っ
て
、
神
話
の
神
と
神
社
や
そ
の
祭
神
を
結
び
付
た
考
察
は
、
有
用
な
方
法
で
あ
っ
た
と
判
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
に
展
開
さ
れ
た
平
野
流
卜
部
氏
の
神
代
巻
註
釈
か
ら
吉
田
流
の
著
名
社
の
解
説
ま
で
、
神
社
研
究
の
技
法
と
し
て
通

貫
し
て
い
た
の
が
、「
延
喜
式
神
名
帳
」
こ
と
『
延
喜
式
』
巻
九
・
巻
十
の
利
用
で
あ
る
。
神
話
の
神
の
同
定
か
ら
搭
載
神
社
の
註
釈
に
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至
る
、
伊
豆
卜
部
氏
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
神
名
帳
」
に
基
づ
く
研
究
手
法
は
、
以
降
の
神
社
研
究
の
中
核
に
位
置
付
け

ら
れ
、
長
ら
く
学
究
の
潮
流
と
な
っ
た
。

　

一
方
で
、
近
世
前
期
の
林
羅
山
の
『
本
朝
神
社
考
』
以
降
、
著
名
神
社
の
一
覧
的
な
考
究
の
中
で
、
各
社
の
個
別
具
体
的
な
由
緒
沿
革

を
対
象
に
、
鎮
座
や
神
階
奉
授
な
ど
の
来
歴
、
説
話
等
を
、
国
史
ほ
か
関
係
資
料
か
ら
集
成
す
る
形
で
近
世
的
な
神
社
研
究
が
形
成
さ
れ

て
い
く
。
ま
た
、
関
連
項
目
の
調
査
・
考
察
と
い
う
点
で
は
、
地
誌
も
ま
た
重
要
な
一
角
を
成
す
。
資
料
の
蒐
集
・
精
査
お
よ
び
掲
載
に

際
し
て
の
取
捨
選
択
、
現
地
調
査
な
ど
、
近
世
的
な
神
社
に
係
る
学
問
の
手
法
は
、
そ
の
後
の
神
社
研
究
・
神
社
史
に
も
継
承
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
右
の
様
に
個
別
神
社
の
由
緒
沿
革
が
研
究
の
主
題
に
な
る
と
、
従
前
の
古
典
解
釈
に
基
づ
き
構
築
さ
れ
た
論
説
が
、
時
と

し
て
祭
祀
の
実
態
に
則
さ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
の
最
た
る
例
が
『
三
島
大
社
記
』
に
み
た
祭
神
観
で
あ
る
。
即
ち
、
神
代
巻
と

い
う
古
典
解
釈
に
お
け
る
神
理
解
の
段
階
で
、
あ
る
い
は
神
社
の
祭
神
の
持
つ
汎
用
で
標
準
化
さ
れ
た
性
質
を
求
め
る
と
い
う
点
で
は
、

神
話
の
神
と
神
社
・
祭
神
と
を
結
び
つ
け
る
考
証
は
、
方
法
論
と
し
て
有
用
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
対
し
て
古
典
の
神
に
個
別
神
社
の

祭
神
の
起
源
や
由
来
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
話
中
で
創
祀
・
鎮
座
に
言
及
さ
れ
た
場
合
を
除
け
ば
、
実
態
に
則
し
た
考
究
に
は
、�

却
っ
て
支
障
を
来
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
三
嶋
大
社
の
祭
神
と
し
て
の
溝
咋
姫
神
の
提
示
は
、
そ
の
象
徴
的
な
事
例
と
い
え
よ
う
。

　

詰
ま
る
と
こ
ろ
神
社
研
究
や
神
社
史
の
内
、
別
個
に
成
立
し
た
神
社
に
対
し
、
祭
神
を
以
て
同
一
的
に
連
関
さ
せ
て
理
解
す
る
、
や
や

も
す
れ
ば
、
立
地
・
景
観
や
神
格
・
は
た
ら
き
等
の
各
社
の
成
立
事
情
・
背
景
を
考
慮
せ
ず
、
祭
神
名
に
拠
っ
て
点
と
点
と
を
結
ぶ
が
如

き
考
察
は
、
由
緒
沿
革
の
検
証
を
目
的
と
す
る
際
の
手
法
と
し
て
は
、
不
穏
当
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
稿
冒
頭
で
も
触
れ
た
、
萩
原
正
夫
が
大
山
祇
命
を
事
代
主
神
の
異
名
同
体
と
し
た
説
は
、
牽
強
付
会
の
感
が
あ
る
一
方
で
、

多
所
多
様
な
大
山
祇
神
に
同
一
性
を
見
出
す
と
い
う
三
嶋
神
理
解
・
三
嶋
社
研
究
の
様
相
を
踏
ま
え
れ
ば
、
従
前
の
傾
向
を
享
け
た
も
の

で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
含
め
、
平
田
篤
胤
以
降
の
祭
神
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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註

　
（
（�
（
三
嶋
大
社
の
神
号
・
社
号
は
、
古
代
の
三
嶋
神
：
三
嶋
大
社
や
伊
豆
三
嶋
神
社
を
は
じ
め
、
中
世
以
降
の
三
嶋
社
や
三
嶋
明
神
、

三
嶋
宮
、
近
代
の
三
島
神
社
な
ど
、
時
代
性
を
反
映
し
て
多
様
で
あ
る
。
本
稿
で
は
便
宜
上
、
通
史
的
に
「
三
嶋
大
社
」
の
称
を�

用
い
た
。

　
（
（�

（『
三
嶋
大
社
〈
略
史
〉』（
三
嶋
大
社
、
二
〇
〇
一
年
（
三
～
一
八
、六
二
頁
ほ
か
。

　
（
（�

（
筆
者
は
、大
山
祇
命
を
奉
じ
る
旧
郷
社
・
三
嶋
神
社
（
群
馬
県
邑
楽
郡
明
和
町
梅
原
（
お
よ
び
旧
村
社
・
三
島
神
社
（
同
町
千
津
井
（

の
神
職
を
拝
命
し
て
お
り
、
大
山
祇
神
の
奉
斎
神
社
に
関
わ
り
が
あ
る
点
は
否
定
し
得
な
い
。

　
（
（�

（
宮
地
直
一
「
神
道
史
序
説
」（『
遺
稿
集
第
三
巻
神
道
史
序
説
』
宮
地
直
一
先
生
遺
著
刊
行
会
、
理
想
社
、
一
九
五
七
年
（
一
～
五
頁
。

近
代
に
於
け
る
「
神
社
史
」
と
「
神
道
史
」
の
学
問
的
体
系
や
区
分
に
つ
い
て
は
、
宮
地
氏
の
論
説
に
詳
し
い
。
明
治
十
五
年
以

降
、
神
社
と
神
道
（
教
派
（
は
区
別
さ
れ
た
が
、
宮
地
氏
は
キ
リ
ス
ト
教
史
と
の
比
較
か
ら
、
神
社
の
史
的
研
究
は
「
神
社
史
」、

思
想
史
を
「
神
道
史
」
と
し
た
。
さ
ら
に
、名
称
と
し
て
は
近
世
の
水
戸
に
お
け
る
学
問
「
神
祇
志
（
神
祇
史
（」
に
起
源
を
持
ち
、

近
代
以
降
は
主
に
神
社
史
を
意
味
し
つ
つ
も
広
く
思
想
方
面
を
も
取
り
入
れ
、
神
道
史
の
全
貌
の
捕
捉
を
強
め
た
用
語
例
で
あ
る�

「
神
祇
史
」
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
た
め
、
各
々
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
（�

（
比
企
貴
之
「
中
世
神
社
史
研
究
史
稿
」（『
國
學
院
雜
誌
』
第
一
二
二
巻
第
一
一
号
、
二
〇
二
一
年
（
二
二
五
～
二
五
〇
頁
。

　
（
（�

（
白
山
芳
太
郎
「
二
十
一
社
記
」
解
題
（『
神
道
大
系�

論
説
編
十
八�
北
畠
親
房

（上）
』
平
田
俊
春
・
白
山
芳
太
郎
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
九
一
年
（
四
四
～
七
二
頁
。

　
（
（�

（『
古
史
成
文
』
巻
之
三
（『
新修

平
田
篤
胤
全
集
』
第
一
巻
、
平
田
篤
胤
全
集
刊
行
会
編
、
名
著
出
版
、
一
九
七
七
年
（
六
六
八
頁
。
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（
（�

（『
古
史
伝
』
二
十
五
巻
（『
新修

平
田
篤
胤
全
集�

古
史
傳
』
第
一
巻
（
二
五
八
、
二
六
五
・
二
六
六
頁
。

　
（
（�
（
萩
原
正
平
『
三
島
大
神
御
伝
略
記
』（『
三
島
・
箱
根
・
伊
豆
山
』（
九
七
～
一
二
〇
頁
。

　
（
（0�
（
明
治
四
年
「
三
島
大
社
取
調
書
」（『
神
道
大
系�

神
社
編
二
十
一　

三
島
・
箱
根
・
伊
豆
山
』
西
牟
田
崇
生
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
九
〇
年
（
一
四
三
～
一
六
五
頁
。

　
（
（（�

（
萩
原
正
夫
『
一
時
代
の
大
山
祇
命
ハ
事
代
主
卜
異
名
同
躰
ナ
ル
ノ
考
』『
事
代
主
神
事
蹟
考�

附
伊
豆
国
府
考
』〔
一
九
一
二
年
刊
行
〕

（『
三
島
・
箱
根
・
伊
豆
山
』（
一
六
七
～
二
五
一
頁
。「
同
躰
ナ
ル
ノ
考
」
の
著
者
は
三
嶋
大
社
の
祭
神
考
証
に
精
通
し
て
お
り
、

か
つ
少
宮
司
正
平
の
上
申
書
の
文
面
等
を
引
用
し
、
ま
た
「
我
カ
伊
豆
圀
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
、
同
社
・
当
地
の
関
係
者
で
あ
っ

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
西
牟
田
氏
は
本
書
解
題
で
著
者
に
正
平
を
想
定
す
る
が
、
本
書
を
紐
解
く
と
、
人
称
は
正
平
を
し
て
「
萩

原
正
平
翁
」
や
（
篤
胤
と
共
に
（「
両
大
人
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
正
夫
は
「
萩
原
正
夫
」
と
あ
る
点
、
ま
た
正
平
没
後
の
栗
田
寛

の
考
察
（「
三
島
神
社
ノ
祭
神
考
僻
案
」『
大
八
洲
雜
誌
』
九
二
号
、
一
八
九
二
年
、
一
～
七
頁
（
や
正
夫
の
「
三
島
神
社
祭
神
の

事
に
就
て
」（
同
雑
誌
九
四
号
、
同
年
、
九
～
一
二
頁
（
を
引
く
点
か
ら
、
少
な
く
と
も
正
平
を
著
者
と
す
る
の
は
誤
謬
で
あ
り
、

本
稿
で
は
前
述
の
要
件
よ
り
、
正
夫
を
以
て
著
者
と
推
定
し
た
。

　
（
（（�

（
三
島
通
良
「
二
十
二
社
本
縁
に
就
て
（
其
一
（」（『
國
學
院
雜
誌
』
第
二
十
三
巻
第
十
二
号
、
一
九
一
七
年
（
九
八
二
～
九
九
五

頁
お
よ
び
「
同
（
其
二
（」（
同
誌
第
二
十
四
巻
第
一
号
、
一
九
一
八
年
（
三
七
～
四
八
頁
。

　
（
（（�

（
三
島
通
良
「
伊
豆
三
島
神
社
の
祭
神
に
就
て
」（『
神
社
協
會
雜
誌
』
第
一
六
年
第
一
一
號
、
神
社
協
会
事
務
所
、
一
九
一
七
年
（

一
～
八
頁
。

　
（
（（�

（
三
島
安
精
『
校
註
二
十
一
社
記
』（
明
世
堂
書
店
、
一
九
四
三
年
（
二
七
、
一
〇
五
～
一
三
二
頁
。

　
（
（（�

（
石
井
廣
夫
「
三
島
鴨
神
社
考
（
本
邦
三
島
三
社
考
証
（」「
伊
豆
国
一
ノ
宮
三
島
大
社
」『
神
祇
古
正
伝
』
第
一
巻
（
建
設
社
、一
九
三
三
年
（
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五
～
一
〇
七
、
三
七
七
～
四
二
二
頁
。

　
（
（（�

（
宮
地
直
一「
神
社
概
説
」（『
遺
稿
集
第
三
巻
神
道
史
序
説
』第
四
篇
（二
二
五
～
二
二
七
頁
。
神
社
研
究
の
概
要
が
端
的
に
提
示
さ
れ
る
。

　
（
（（�
（「
太
神
宮
諸
雑
事
記
」
解
題
『
神
道
大
系�

神
宮
編
一　

皇
太
神
宮
儀
式
帳　

止
由
気
宮
儀
式
帳　

太
神
宮
諸
雑
事
記
』
胡
麻
鶴
醇
之
、
西
島
一

郎
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
七
九
年
（
一
八
～
二
二
頁
。

　
（
（（�

（「
宮
寺
縁
事
抄
」
解
題
（『
神
道
大
系�

神
社
編
七　

石
清
水
』
村
田
正
志
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
八
年
（
二
九
～
六
五
頁
。

　
（
（（�

（「
古
社
記
」
解
題
（『
神
道
大
系�

神
社
編
十
三　

春
日
』
長
島
福
太
郎
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
五
年
（
一
三
～
一
六
頁
。

　
（
（0�

（「
春
日
社
記
」
解
題
（『
群
書
解
題�

第
六
巻　

神
祇
部
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
二
年
（
二
四
三
～
二
四
六
頁
。

　
（
（（�

（『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』（『
神
道
大
系�

神
宮
編
一　

皇
太
神
宮
儀
式
帳　

止
由
氣
宮
儀
式
帳　

太
神
宮
諸
雜
事
記
』（
一
九
三
頁
。
同
書
「
一
等
由

氣
大
神
宮
院
事
。
今
稱
二
度
會
宮
一。
在
二
度

會
郡
沼
木
郷
山
田
原
村
一。」
か
ら
は
、
外
宮
の
創
建
と
し
て
、
大
長
谷
天
皇
（
雄
略
天
皇
（
の
御
夢
に
天
照
坐
皇
大
神
が
誨

覚
し
、
丹
波
国
比
治
の
真
奈
井
に
坐
し
て
い
た
等
由
気
大
神
を
、
天
照
坐
皇
大
神
の
御
饌
津
神
と
し
て
御
許
で
奉
斎
す
る
様
に
な
っ

た
、
と
の
由
縁
が
窺
え
る
。

　
（
（（�

（『
東
関
紀
行
』（『
新編

日
本
古
典
文
学
全
集
（（　
中
世
日
記
紀
行
集
』
長
崎
健
、
外
村
奈
都
子
、
岩
佐
美
代
子
、
稲
田
利
徳
、
伊
藤
敬
校

注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
（
一
三
三
・
一
三
四
頁
。

　
（
（（�

（『
春
の
深
山
路
』（『
新編

日
本
古
典
文
学
全
集
（（　
中
世
日
記
紀
行
集
』（
三
八
二
・
三
八
三
頁
。

　
（
（（�

（『
日
本
書
紀
私
記
』（『
新
訂

増
補

国
史
大
系�

第
八
巻　

日
本
書
紀
私
記　

釋
日
本
紀　

日
本
逸
史
』
黑
板
勝
美
編
輯
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、

一
～
二
〇
五
頁
（、真
壁
俊
信
「
日
本
書
紀
注
釈
書
」
項
（『
神
道
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
四
年
（
七
七
七
～
七
八
二
頁
。

古
代
の
『
日
本
書
紀
』
講
義
の
覚
書
に
当
た
る
「
私
記
」
の
著
作
・
撰
述
は
都
合
八
点
に
及
ん
だ
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
伝
存
の

い
ず
れ
も
、
神
代
巻
中
の
語
句
や
神
名
の
説
明
と
し
て
、
神
社
で
祀
る
神
々
と
の
結
び
付
き
を
図
っ
た
動
き
は
見
出
せ
な
い
。
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（
（（�

（「
釈
日
本
紀
」
解
題
（『
神
道
大
系�

古
典
註
釈
編
五　

釈
日
本
紀
』
小
野
田
光
雄
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
六
年
（
一
五
～

八
三
頁
、『
国
宝
吉
田
本
日
本
書
紀
：
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
』（〔
神
代
巻
上
・
神
代
巻
下
と
も
〕、
京
都
国
立
博
物
館
編
、
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
四
年
（。
弘
安
九
年
春
以
降
と
い
う
成
立
年
代
の
上
限
は
、『
釈
日
本
紀
』
撰
述
に
当
た
り
参
照
さ
れ
た
吉
田
本

『
日
本
書
紀
』
の
下
巻
奥
書
か
ら
、
卜
部
兼
方
が
重
ね
て
裏
書
に
加
筆
し
た
の
が
判
る
と
こ
ろ
に
拠
る
。
兼
方
自
筆
に
係
る
本
書
は�

元
々
、
平
野
流
卜
部
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
が
、
加
筆
さ
れ
た
奥
書
か
ら
遅
く
と
も
永
徳
元
年
十
二
月
以
前
に
は
、
吉
田
流
の
家
勢

伸
張
や
平
野
流
の
経
済
的
困
窮
を
背
景
に
、
吉
田
兼
熈
の
所
蔵
と
な
り
、
以
来
戦
後
間
も
な
い
時
期
ま
で
同
家
に
伝
世
し
て
い
た

点
が
指
摘
さ
れ
る
。
羽
田
聡
「
吉
田
本
日
本
書
紀　

書
誌
解
題
」（『
国
宝
吉
田
本
日
本
書
紀
』
神
代
巻
下
（
一
六
七
～
一
八
四
頁
。

　
（
（（�

（『
釈
日
本
紀
』
一
三
八
頁
。

　
（
（（�

（
中
世
の
伊
豆
氏
、
の
ち
矢
田
部
氏
の
系
譜
の
称
は
「
伊
豆
国
造
伊
豆
宿
禰
系
譜
」（「
三
嶋
大
社
矢
田
部
家
文
書
」
の
う
ち
（
で�

あ
り
、
若
建
命
の
後
裔
で
、
伊
豆
国
造
家
に
連
な
る
伊
豆
宿
禰
を
称
す
る
家
筋
で
あ
っ
た
。

　
（
（（�

（『
国
宝
吉
田
本
日
本
書
紀
』
神
代
巻
下
、
一
四
九
頁
。

　
（
（（�

（『
二
十
一
社
記
』（『
北
畠
親
房

（上）
』（
三
一
五
～
三
三
九
頁
。

　
（
（0�

（
い
わ
ゆ
る
「
二
十
二
社
」
は
、
朝
廷
か
ら
奉
幣
を
受
け
た
神
社
の
格
（
位
置
付
け
（・
制
度
お
よ
び
列
格
し
た
二
十
二
の
神
社
を

示
す
称
で
あ
る
。
貴
船
社
を
追
記
す
る
形
で
、「
二
十
一
社
」
と
表
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
現
行
名
称
で
示
す
と
、
伊
勢
の
神
宮
を
は

じ
め
、
石
清
水
八
幡
宮
、
上
賀
茂
・
下
鴨
（
賀
茂
別
雷
神
社
・
賀
茂
御
祖
神
社
（、
松
尾
大
社
、
平
野
神
社
、
伏
見
稲
荷
大
社
、
春

日
大
社
（
以
上
を
上
七
社
と
い
う
（、大
原
野
神
社
、大
神
神
社
、石
上
神
宮
、大
和
神
社
、廣
瀬
大
社
、龍
田
大
社
、住
吉
大
社
（
以

上
を
中
七
社
と
い
う
（、
日
吉
大
社
、
梅
宮
大
社
、
吉
田
神
社
、
広
田
神
社
、
八
坂
神
社
、
北
野
天
満
宮
、
丹
生
川
上
（
丹
生
川
上

神
社
上
社
、丹
生
川
上
神
社
〈
中
社
〉、丹
生
川
上
神
社
下
社
（、貴
船
神
社
（
以
上
を
下
八
社
と
い
う
（
の
二
十
二
の
神
社
を
指
す
。
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（
（（�

（
小
島
鉦
作
「
二
十
一
社
記
の
研
究
―
其
の
本
質
と
神
皇
正
統
記
及
び
職
原
鈔
と
の
關
係
の
考
察
」（『
史
學
雜
誌
』
第
四
七
編
第
三
號
、史
學
會
、

冨
山
房
、
一
九
三
六
年
（
三
〇
三
～
三
四
〇
頁
、
白
山
芳
太
郎
『
二
十
一
社
記
』
解
題
（『
北
畠
親
房

（上）
』（
四
四
～
七
二
頁
。

　
（
（（�
（
解
題
で
の
指
摘
通
り
、
貴
布
禰
条
の
冒
頭
に
「
貴
布
禰
社
、
賀
茂ノ

攝
社
也
、
祈
雨
・
止
雨
時ハ

、
丹
生
ト
同
ク
奉
幣
セ
ラ
ル
、
仍
當
社ヲ

加テ

二
十
二
社ト

モ
　

號
也
」
と
あ
り
、
貴
布
禰
社
は
賀
茂
社
の
摂
社
で
あ
る
が
、
奉
幣
を
受
け
る
た
め
「
二
十
二
社
」
と
も
号
す
る
と
し

て
、親
房
が
書
名
を
「
二
十
一
」
と
し
た
背
景
が
判
る
。『
二
十
一
社
記
』（『
神
道
大
系�

論
説
編
十
八　

北
畠
親
房

（上）
』（
三
二
九
頁
参
照
。

　
（
（（�

（
白
山
芳
太
郎
「
二
十
一
社
記
」
解
題
（『
北
畠
親
房

（上）
』（
四
四
～
七
二
頁
。

　
（
（（�

（「
令
義
解
」
神
祇
令
（『
新
訂

増
補

国
史
大
系�

第
二
十
二
巻　

律�

令
集
解
』
黑
板
勝
美
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
（
七
七
頁
。

　
（
（（�

（『
元
元
集
』
巻
第
二
「
天
神
化
現
篇
」（『
北
畠
親
房

（上）
』（
五
八
～
六
〇
頁
。

　
（
（（�

（『
先
代
旧
事
本
紀
』
巻
第
一
「
陰
陽
本
紀
」（『
神
道
大
系�

古
典
編
八　

先
代
旧
事
本
紀
』
鎌
田
純
一
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
八
〇
年
（
一
八
・
一
九
頁
。

　
（
（（�

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
「
神
代
上
〔
第
五
段
〕」
一
書
第
六
～
第
八
（『
新編

日
本
古
典
文
学
全
集　

日
本
書
紀
①
』
小
島
憲
之
、
直

木
孝
次
郎
、
西
宮
一
民
、
蔵
中
進
、
毛
利
正
守
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
（
四
二
～
五
四
頁
。

　
（
（（�

（
新
井
大
祐
「
中
世
吉
田
家
に
お
け
る
二
十
二
社
研
究
に
つ
い
て
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』〔
復
刊
第
六
一
号
〕、
明
治
聖

徳
記
念
学
会
、
二
〇
二
四
年
（
四
九
～
七
七
頁
。

　
（
（（�

（「
諸
社
根
元
記
」
解
題
（『
神
道
大
系�

神
社
編
二　

總
記

（中）
』
谷
省
吾
・
伴
五
十
嗣
郎
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
八
年
（

一
二
～
二
一
頁
を
参
照
。

　
（
（0�

（
島
居
清
「
諸
神
根
源
抄
・
諸
神
記
・
諸
社
根
元
記
に
就
い
て
―
其
一
、
諸
神
記
と
諸
社
根
元
記
―
」（『
天
理
大
学
図
書
館
報　

ビ
ブ
リ
ア
』

第
三
〇
号
、
一
九
六
五
年
（
二
五
～
三
五
頁
、
同
「
諸
神
根
源
抄
・
諸
神
記
・
諸
社
根
元
記
に
就
い
て
―
其
二
、
諸
神
記
と
諸
神
根
源
抄
―
」
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（
同
第
三
一
号
、
一
九
六
五
年
（
五
二
～
六
一
頁
。

　
（
（（�
（
新
井
大
祐
「
吉
田
家
の
諸
社
研
究
に
お
け
る
家
記
利
用
に
つ
い
て
―『
諸
神
根
源
抄
』
と
『
吉
田
家
日
次
記
』
の
関
わ
り
を
中
心
に
―
」（『
明

治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』〔
復
刊
第
四
九
号
〕、
明
治
聖
徳
記
念
学
会
、
二
〇
一
二
年
（
一
八
六
～
二
〇
五
頁
。

　
（
（（�

（「
諸
社
根
元
記
」（『
神
社
編
二　

總
記

（中）
』（
三
六
頁
。

　
（
（（�

（
前
掲
註
（
（（
（
羽
田
聡
「
吉
田
本　

日
本
書
紀
」
の
伝
存
由
来
を
参
照
。

　
（
（（�

（『
兼
俱
本　

日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』
お
よ
び
『
宣
賢
本　

日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』（『
吉
田
叢
書
』
第
五
編
、岡
田
莊
司
解
題
校
訂
、

吉
田
神
社
、
一
九
八
四
年
（
一
四
七
・
一
四
八
、
二
二
一
、
三
四
二
頁
。

　
（
（（�

（『
宣
賢
本　

日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』（『
吉
田
叢
書
』
第
五
編
（
三
四
二
頁
。

　
（
（（�

（『
日
本
書
紀
纂
疏
』（『
神
道
大
系�
古
典
註
釈
編
三　

日
本
書
紀
註
釈

（中）
』
真
壁
俊
信
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
五
年
（。

　
（
（（�

（
岡
田
莊
司
氏
は
、
兼
良
に
よ
る
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
の
成
立
が
、
兼
俱
の
日
本
書
紀
研
究
に
与
え
た
影
響
の
大
き
か
っ
た
点
を

指
摘
し
、
同
書
に
み
た
註
釈
の
集
大
成
に
は
、
吉
田
流
卜
部
氏
と
一
条
家
と
の
交
流
の
中
で
一
条
家
側
に
伝
え
ら
れ
た
、
秘
説
を

含
ん
だ
卜
部
氏
の
家
学
が
影
響
を
与
え
た
点
に
言
及
さ
れ
て
い
る
（
岡
田
莊
司
「
日
本
書
紀
神
代
巻
抄　

解
題
」『
吉
田
叢
書
』
第

五
編
、
九
～
三
〇
頁
（、
同
「
卜
部
氏
の
典
籍
研
究
と
そ
の
伝
来
」（『
中
世
神
道
と
神
社
の
信
仰
体
系
』
第
三
章
、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
二
四
年
（
一
八
八
～
二
〇
三
頁
。

　
（
（（�

（『
日
本
書
紀
纂
疏
』
上
第
三
（『
日
本
書
紀
註
釈

（中）
』（
二
二
五
頁
。

　
（
（（�

（「
（（（
二
十
二
社
註
式�

解
説
」「
（（（
二
十
二
社
次
第�

解
説
」（『
國
學
院
大
學
図
書
館
收
蔵
神
道
書
籍
解
説
目
録
』
第
一
輯
、
國
學

院
大
學
図
書
館
調
査
室
、
一
九
八
四
年
（
六
三
頁
。

　
（
（0�

（『
延
喜
式
神
名
帳
頭
註
』（
塙
保
己
一
編『
群
書
類
従�

第
二
輯　

神
祇
部
』続
群
書
類
従
完
成
会
、一
九
五
九
年
（二
四
七
～
二
六
四
頁
。
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（
（（�

（
大
塚
統
子
「
一
宮
記
」
解
題
（『
続
神
道
大
系�

神
社
編　

総
記

（一）
』
大
塚
統
子
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
二
〇
〇
三
年
、
五
～�

五
七
頁
（
参
照
。
伝
存
の
い
わ
ゆ
る
「
一
宮
記
」
に
は
、
兼
見
筆
「
六
十
余
州
明
神
之
事
」
や
梵
舜
筆
の
同
名
本
、
内
容
が
兼
熈

の
頃
ま
で
遡
る
と
も
い
う
卜
部
宿
禰
「
諸
国
一
宮
神
名
帳
」
や
梵
舜
筆
の
同
名
本
ほ
か
、
諸
本
や
そ
の
写
本
が
あ
る
と
す
る
。

　
（
（（�
（
宮
地
「
吉
田
神
道
綱
要
」（『
遺
稿
集
第
六
巻
神
道
史�

下
巻

（一）
』
宮
地
直
一
先
生
遺
著
刊
行
会
、
理
想
社
、
一
九
六
三
年
（
三
七
三
頁
。

　
（
（（�

（『
本
朝
神
社
考
』
中
之
三
（『
神
道
大
系�

論
説
編
二
十　

藤
原
惺
窩
・
林
羅
山
』
石
田
一
良
・
高
橋
美
由
紀
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
八
八
年
（
一
三
八
～
一
三
九
頁
。

　
（
（（�

（
野
上
潤
一
「
清
原
宣
賢
『
日
本
書
紀
抄
』
享
受
に
つ
い
て
―
宣
賢
の
学
問
史
的
位
置
づ
け
と
中
世
後
期
・
近
世
初
期
学
問
史
の
一
隅
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
三
〇
集
、
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
、
二
〇
一
四
年
（
一
九
五
～
二
七
七
頁
、
同
「
林
羅
山
『
本

朝
神
社
考
』
と
清
原
宣
賢
『
日
本
書
紀
抄
』
利
用
に
関
す
る
基
礎
的
検
討
―
羅
山
の
学
問
と
近
世
初
期
神
道
学
史
の
一
隅
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
説

話
文
学
研
究
』
第
三
二
集
、
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
、
二
〇
一
五
年
（
二
〇
五
～
二
六
〇
頁
。

　
（
（（�

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
〔
第
八
段
〕
一
書
第
六
、
同
巻
第
三
〔
神
武
天
皇
即
位
前
紀
〕
庚
申
年
秋
八
月
癸
丑
朔
戊
辰
条
（『
新編

日
本

古
典
文
学
全
集　

日
本
書
紀
①
』（
一
〇
四
・
一
〇
五
、
二
三
二
・
二
三
三
頁
。

　
（
（（�

（『
釈
日
本
紀
』
二
二
七
・
二
二
八
頁
。

　
（
（（�

（『
延
喜
式
』
巻
第
九
「
神
名
上
」
五
四
四
頁
。

　
（
（（�

（『
日
本
書
紀
纂
疏
』
上
第
五
（『
日
本
書
紀
註
釈

（中）
』（
二
七
七
頁
。

　
（
（（�

（「
和
漢
皇
統
編
年
合
運
図
」（『
国
書
総
目
録
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
（
二
三
一
頁
。
著
者
の
円
智
に
つ
い
て
は
湯

谷
祐
三
「
要
法
寺
円
智
日
性
に
よ
る
『
倭
漢
皇
統
編
年
合
運
図
』
と
『
太
平
記
鈔
』
の
刊
行
」（『
名
古
屋
外
国
語
大
学
外
国
語
学

部
紀
要
』
第
四
〇
号
、
名
古
屋
外
国
語
大
学
、
二
〇
一
一
年
、
三
六
四
～
三
四
六
頁
（
を
参
照
し
た
。
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（
（0�

（「
重
撰
和
漢
皇
統
編
年
合
運
圖
」（『（
重
撰
（
和
漢
皇
統
編
年
合
運
図　

上
下
』〔
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
〕
所
収
（
は�

【
京
都
大
学
貴
重
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
】https://rm

da.kulib.kyoto‒u.ac.jp/item
/rb000（（（（（?page=（（0

な
い
し
は（（（�

（
５
―
０
３/

ワ/

１
貴
／
一
一
〇
・
一
一
二
コ
マ
目
（
に
て
確
認
（
閲
覧
日
：
二
〇
二
四
年
十
一
月
十
六
日
（。

　
（
（（�

（
体
裁
が
若
干
改
め
ら
れ
た
ほ
か
、
年
代
欄
に
元
禄
七
年
よ
り
何
年
前
か
、
ま
た
正
親
町
天
皇
か
ら
中
御
門
天
皇
ま
で
の
年
代

記
が
加
筆
さ
れ
た
が
、
神
武
天
皇
か
ら
後
陽
成
天
皇
ま
で
の
事
項
は
、
概
ね
円
智
が
撰
述
し
た
ま
ま
で
あ
る
。「
指
掌
倭
漢
皇
統

編
年
合
運
図
」（
内
閣
文
庫
蔵
（
は
【
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
】https://w

w
w
.digital.archives.go.jp/file/�

（（（（（（（.htm
l

（
１
４
１
―
０
０
４
５
（
参
照
（
閲
覧
日
：
二
〇
二
四
年
十
一
月
十
六
日
（。

　
（
（（�

（『
神
祇
宝
典
』（『
神
道
大
系�
神
社
編　

総
記

（一）
』
大
塚
統
子
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
二
〇
〇
三
年
、
五
～
五
七
頁
（
参
照
。

　
（
（（�

（「
神
社
啓
蒙
」
解
題
（『
神
社
編
二　

総
記

（中）
』（
二
二
～
三
〇
頁
を
参
照
。

　
（
（（�

（『
神
社
啓
蒙
』
巻
之
四
「
一
宮
」（『
神
社
編
二　

総
記

（中）
』（
一
九
八
頁
。

　
（
（（�

（
有
順
の
生
没
年
は
「
今
井
桐
軒
」
項
（『
国
書
人
名
辞
典
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
一
八
七
頁
（、
津
田
は
「
津
田�

閑
斎
」
項
（
同
第
三
巻
、
一
九
九
六
年
、
三
〇
四
頁
（、
丸
山
は
「
丸
山
活
堂
」
項
（
同
第
四
巻
、
一
九
九
八
年
、
四
三
二
頁
（
を

参
照
。
以
降
、
出
典
を
明
示
し
て
い
な
い
生
没
年
は
原
則
『
国
書
人
名
辞
典
』
に
拠
っ
た
。

　
（
（（�

（『
神
道
集
成
』
解
題
（『
神
道
大
系�

首
編　

神
道
集
成
』
眞
壁
俊
信
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
一
年
（
一
一
～
三
七
頁
。

　
（
（（�

（『
神
道
集
成
』
三
〇
七
頁
。

　
（
（（�

（
前
掲
註
（
（
（
宮
地
直
一
「
神
道
史
序
説
」
を
参
照
。

　
（
（（�

（
加
藤
隆
久
「
坂
内
直
頼
」
項
（『
神
道
史
大
辞
典
』（
四
二
三
頁
。

　
（
（0�

（『
本
朝
諸
社
一
覽
』
第
六
「
伊
豆
」（『
神
社
編
二　

総
記

（中）
』（
五
〇
五
頁
。
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（
（（�

（『
雍
州
府
志
』三
、神
社
門
下（
宇
治
郡
（「
三
島
神
社
」項（
黒
川
道
祐『
新
修�

京
都
叢
書�

第
三
巻　

近
畿
歴
覽
記
／
雍
州
府
志
』光
彩
社
、

一
九
六
八
年
（
二
五
六
頁
。

　
（
（（�
（
肥
前
島
原
松
平
文
庫
蔵
『
改
暦
雑
事
記
』
に
は
、
崇
峻
天
皇
二
年
の
出
来
事
と
し
て
、
三
島
神
の
出
現
お
よ
び
、
東
山
・

東
海
・
北
陸
（
道
（
を
定
め
た
こ
と
が
み
え
る
。
同
書
は
【
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
】https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/�

（00（（（（（（/（（?ln=ja

（
３
５
８
―
０
２
７
７
―
０
０
２
／
一
八
コ
マ
目
（
に
て
確
認
（
閲
覧
日
：
二
〇
二
四
年
十
一
月
十
六
日
（。

　
（
（（�

（「
一
宮
巡
詣
記
抜
粋
」（『
神
社
編
二　

總
記

（中）
』（
三
五
三
～
六
一
八
頁
。

　
（
（（�

（「
月
讀
神
社
名
神

大

」「
國
片
主
神
社
」「
髙
御
祖
神
社
」「
天
手
長
男
神
社
名
神

大

」
項
ほ
か
（『
式
内
社
調
査
報
告�

第
二
四
巻　

西
海
道
』（

二
八
八
～
二
九
九
、
三
一
五
～
三
二
〇
頁
。
山
口
麻
太
郎
氏
は
壱
岐
島
に
お
け
る
式
内
社
に
関
し
、
特
に
「
天
手
長
男
神
社
」
は�

「
現
在
の
式
内
名
神
大
社
天
手
長
男
神
社
の
地
が
、延
寶
四
年
の
式
内
社
調
査
に
査
定
を
誤
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
記
の
通
り
。

こ
こ
で
は
そ
の
正
し
い
社
地
を
指
示
し
考
證
し
て
お
く
」
と
し
、
三
喜
の
査
定
が
後
の
藩
主
・
松
浦
鎮
信
に
よ
る
石
祠
の
整
備
や

石
額
・
木
鏡
の
献
納
と
い
っ
た
、
平
戸
藩
の
神
社
崇
敬
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
論
社
を
生
じ
さ
せ
る
に
至
っ
た
点
を
指
摘
さ
れ
る
。

　
（
（（�

（『
勢
州
御
領
内
末
社
考
』（『
神
道
大
系�
論
説
編
七　

伊
勢
神
道

（下）
』
西
川
順
土
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
二
年
（
三
四
二
～�

三
四
九
頁
。

　
（
（（�

（
音
羽
悟
「
大
宮
司
大
中
臣
精
長
の
時
代
と
遷
宮
―
近
世
前
期
の
神
宮
に
お
け
る
古
儀
復
興
の
精
神
―
」（『
明
治
正
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復

刊
第
五
〇
号
、
明
治
正
徳
記
念
学
会
、
二
〇
一
三
年
（
四
六
～
六
一
頁
。

　
（
（（�

（「
延
喜
式
傍
注
」（『
神
道
書
籍
目
録
』
上
巻
、
加
藤
玄
智
編
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
四
年
（
一
九
三
頁
。
昭
和
十
三
年
に
同
文
館

よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
神
道
圖
書
目
録
』（
明
治
正
德
記
念
學
會
（
の
復
刊
。

　
（
（（�

（
土
岐
昌
訓
「
神
名
帳
考
証
」
項
（『
神
道
史
大
辞
典
』（
五
六
八
頁
。
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（
（（�

（「
延
喜
式
註
釈
書
目
録
」（『
延
喜
式
註
釈
書
の
基
礎
的
研
究
〔
課
題
番
号
：
六
〇
五
一
〇
一
七
三
〕』
研
究
代
表
：
乕
尾
俊
哉
、

昭
和
（（
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
般
研
究
Ｃ
（
研
究
成
果
報
告
書
、
一
九
八
七
年
（
一
六
～
二
二
頁
。

　
（
（0�
（「
諏
訪
上
社
社
例
記
」「
諏
訪
下
社
社
例
記
」（『
神
道
大
系�

神
社
編
三
十　

諏
訪
』
竹
内
秀
雄
校
注
、神
道
大
系
編
纂
会
、一
九
八
二
年
（

五
九
～
六
八
、
六
八
～
七
八
頁
。
奥
書
よ
り
、
延
宝
七
年
六
月
に
松
平
山
城
守
こ
と
酒
井
忠
勝
に
進
上
さ
れ
た
と
判
る
。

　
（
（（�

（「
熱
田
宮
舊
記
」
解
題
（『
神
道
大
系�

神
社
編
十
九　

熱
田
』
小
島
鉦
作
・
井
後
政
晏
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九
〇
年
（

二
七
～
三
〇
頁
。

　
（
（（�

（「
三
島
大
社
記
」（『
三
島
・
箱
根
・
伊
豆
山
』（
三
～
七
頁
。

　
（
（（�

（
大
村
卓
司
「
中
西
直
方
」
項
（『
神
道
人
名
辞
典
』
神
社
新
報
社
、
一
九
八
六
年
（
二
二
〇
頁
。
な
お
、
項
目
中
で
は
直
方
が
佐

田
村
に
仮
居
し
た
の
を
「
天
保
二
年
」
と
す
る
が
、
同
（
一
八
三
一
（
年
は
誤
植
と
知
れ
る
た
め
、
十
七
年
後
に
同
地
で
歿
し
た

と
す
る
記
載
よ
り
、
逆
算
し
て
十
七
年
前
の
元
禄
四
（
一
六
九
一
（
年
と
想
定
し
た
。

　
（
（（�

（
萩
原
正
夫
『
一
時
代
の
大
山
祇
命
ハ
事
代
主
卜
異
名
同
躰
ナ
ル
ノ
考
』（『
三
島
・
箱
根
・
伊
豆
山
』（
一
六
八
・
一
六
九
頁
。

　
（
（（�

（
伊
東
祐
綱
著
『
伊
豆
志�

全
』（
戸
羽
山
瀚
編
纂
、
伊
豆
郷
土
研
究
会
、
一
九
三
五
年
（。『
伊
豆
志
』
の
成
立
年
代
を
享
保
十
二

年
と
す
る
説
は
、
同
書
の
「
編
纂
者
跋
序
」
に
拠
っ
た
（
八
五
～
八
七
頁
（。

　
（
（（�

（『
伊
豆
志�

全
』
十
一
頁
。

　
（
（（�

（「
並
河
五
一
」
項
（『
三
島
市
誌�

中
巻
』
第
三
章
、
三
島
市
教
育
委
員
会
編
、
三
島
市
、
一
九
五
九
年
（
六
八
一
～
六
八
七
頁
。

　
（
（（�

（「
秋
山
富
南
」
項
（『
三
島
市
誌�

中
巻
』（
六
八
七
～
六
九
二
頁
。

　
（
（（�

（『
秋
山
富
南
著　

伊
豆
勝
覽
〔
三
島
地
域
資
料
研
究
会
史
料
集
（
〕』（
三
島
地
域
資
料
研
究
会
、
二
〇
一
八
年
（
一
～
一
三
頁
。

　
（
（0�

（『
増
訂
豆
州
志
稿�

伊
豆
七
島
志�

全
』（
秋
山
富
南�

原
著
、
萩
原
正
平
・
萩
原
正
夫
増
訂
、
戸
羽
山
瀚
修
訂
編
纂
、
長
倉
書
店
、
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一
九
六
七
（
三
〇
三
～
三
〇
九
頁
。
本
稿
で
は
、
萩
原
正
平
・
正
夫
父
子
に
よ
る
増
訂
は
除
く
形
で
表
記
し
た
。

　
（
（（�

（「
伊
豆
国
学
の
草
分
け
竹
村
茂
雄
」（『
伊
豆
長
岡
町
史
』
中
巻
、伊
豆
長
岡
町
教
育
委
員
会
、二
〇
〇
〇
年
（
四
九
八
～
五
〇
四
頁
。

　
（
（（�
（
伊
豆
に
関
わ
る
地
「
志
」
に
は
、
既
述
の
様
に
『
伊
豆
志�

全
』
と
『
豆
州
志
稿
』
が
あ
る
が
、
引
用
さ
れ
た
「
志
」
の
記
事
は�

『
伊
豆
志
』
に
確
認
で
き
ず
、『
豆
州
志
稿
』
に
み
え
る
た
め
、
同
書
を
指
す
と
考
え
て
問
題
な
い
。

　
（
（（�

（「
伊
豆
国
式
社
考
」（『
神
祇
全
書
』
第
四
輯
、
佐
伯
有
義
編
纂
校
訂
、
皇
典
講
究
所
、
一
九
〇
八
年
（
二
八
七
～
二
九
〇
頁
。

　
（
（（�

（『
式
内
社
調
査
報
告�

第
十
巻　

東
海
道
（
』
賀
茂
郡
（
式
内
社
研
究
会
、
皇
學
館
大
學
出
版
部
、
一
九
八
一
年
（
三
～
二
四
三
頁
。

　
（
（（�

（「
豆
州
式
社
考
案
」（『
神
祇
全
書
』
第
四
輯
（
二
九
一
～
三
〇
二
頁
。

　
（
（（�

（『
神
名
帳
考
』三
巻
上　

夏
下（『
神
道
大
系�

古
典
註
釈
編
七　

延
喜
式
神
名
帳
註
釈
』岩
本
徳
一
校
注
、神
道
大
系
編
纂
会
、一
九
八
六
年
（

二
五
二
～
二
五
四
頁
。

　
（
（（�

（
前
掲
註
（
（（
（
宮
地
直
一
「
神
社
概
説
」
を
参
照
。

【
付
記
】�　

本
稿
は
、
研
究
開
発
推
進
機
構
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
の
考
古
学
資
料
館
部
門
お
よ
び
神
道
資
料
館
部
門
に
お
い
て
協
働
し
て�

進
め
て
い
る
、
伊
豆
地
域
の
神
社
・
神
祇
信
仰
を
対
象
と
し
た
研
究
事
業
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


